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平成２６年川西町議会第２回定例会会議録 (開 会) 

 招集年月日   平成２６年 ６月 ９日  招集の場所   川 西 町 役 場 議 場  開 会        平成２６年 ６月 ９日   午前１０時 宣告  

出 席 議 員 １番 勝島 健  ２番 堀  格  ３番 伊藤彰夫  ４番 石田三郎   ５番 今村榮一  ６番 松本史郎  ７番 寺澤秀和  ８番 森本修司      ９番 杉井成行  10番 中嶋正澄  11番 芝 和也  12番 大植 正  
 

欠 席 議 員          

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 
町  長 竹村匡正          副 町 長 森田政美   教 育 長  山嶋健司         理事兼総務部長 河井美樹   会計管理者 寺澤伸和       福祉部長 下間章兆   産業建設部長 松本雅司      教育次長  栗原 進   水道部長心得 福本哲也 総務課長 奥 隆至        財政課長 西村俊哉   まちづくり推進課長 安井洋次    監査委員 木村 衛  本会議に職務のため出席した者の職氏名 議会事務局長 髙間隆弘     モニター係 飯田浩之  本日の会議に付した事件   別紙議事日程に同じ    会議録署名 議員の氏名   議長は会議録署名議員に次の２人を指名した  ５番  今村榮一  議員 ６番  松本史郎 議員     
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川西町議会第２回定例会（議事日程）    平成２６年６月９日（月）午前 10 時 00 分開会 日程 議案番号 件           名       第１   会議録署名議員の指名       第２   会期の決定       第３ 選挙第１号 議長選挙について    第４ 選挙第２号 副議長選挙について    第５ 選挙第３号 議会選出の委員の選挙について（式中組合議員）    第６   諸報告           議会報告   報告第３号 平成25年度川西町一般会計繰越明許費繰越計算書   報告第４号 平成25年度川西町公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書   報告第５号 平成25年度川西町水道事業会計繰越計算書   報告第６号 定期監査報告について       第７   一般質問       第８ 報告第７号 専決処分の報告について    第９ 承認第１号 平成25年度川西町一般会計補正予算の専決処分について    第10 承認第２号 平成25年度川西町国民健康保険特別会計補正予算の専決処分について    第11 承認第３号 平成25年度川西町後期高齢者医療特別会計補正予算の専決処分について    第12 承認第４号 平成25年度川西町介護保険事業勘定特別会計補正予算の専決処分について    第13 承認第５号 平成25年度川西町介護保険介護サービス事業勘定特別会計補正予算の専決処分について    第14 承認第６号 平成25年度川西町公共下水道事業特別会計補正予算の専決処分について    第15 承認第７号 平成26年度川西町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算の専決処分について    第16 承認第８号 川西町税条例の一部を改正する条例の専決処分について       
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第17 承認第９号 川西町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について    第18 議案第27号 平成26年度川西町一般会計補正予算について    第19 議案第28号 平成26年度川西町水道事業会計補正予算について    第20 議案第29号 町長の専決処分事項に関する条例の一部改正について       第21 議案第30号 川西町情報公開条例の一部改正について       第22 議案第31号 川西町個人情報保護条例の一部改正について 第23 議案第32号 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例の廃止について       第24 議案第33号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について    第25 議案第34号 川西町税条例の一部改正について       第26 議案第35号 川西町火葬場条例の一部改正について       第27 議案第36号 川西町自家用有償バス事業に関する条例の制定について       第28 議案第37号 川西町立川西幼稚園預かり保育条例の制定について       第29 同意第２号 川西町固定資産評価審査委員会の委員の選任について                                                    
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（午前１０時００分   開会）  議   長（森本修司君）   皆さん、おはようございます。   これより平成２６年川西町議会第２回定例会を開会いたします。   ただいまの出席議員は１２名で、定足数に達しております。よって議会は成立いたしましたので、これより会議を開きます。    町長より定例会招集についての挨拶を受けることにいたします。    町長。  町   長（竹村匡正君）   皆様、おはようございます。   本日ここに、平成２６年川西町議会第２回定例会を開催いたしましたところ、議員各位には、公私何かと御多用の中、御出席を賜り、厚く御礼申し上げます。   また、平素より町政運営に関しまして格別の御理解、御協力を賜っておりますことに重ねて御礼申し上げます。 本議会につきましては、平成２５年度及び平成２６年度の補正予算や条例改正の専決処分、平成２６年度補正予算、条例の一部改正や制定など、多数の案件につきまして御審議をお願いするものでございます。   何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。  議   長（森本修司君）   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。    会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、５番  今村榮一君及び６番 松本史郎君を指名いたします。    日程第２、会期の決定についてを議題といたします。   本定例会の会期は、本日より１３日までの５日間といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。                  （「異議なし」と呼ぶ者あり）  議   長 （ 森本 修 司君 ）   異 議な し と認 め 、 本 定 例会 の 会期 は 、 本 日 より １ ３日 ま での５日間と決定いたします。  （議長席  議長退席）  議 会 事 務 局 長（ 高 間隆 弘 君 ）   た だ いま 議 長 よ り 辞職 願 が提 出 さ れ 、 降壇 さ れま し たので、今村副議長、議長席にお着きください。  （議長席  副議長着席）  副  議  長（今村榮一 君）   ただい まか ら議長代行を務 めさ せていただきま す。 皆様方、よろしく御協力のほど、お願い申し上げます。      議 長・ 森 本修 司 君 よ り 議長 の 辞職 願 が 提 出 され ま した 。 議 長 辞 職に つ いて お 諮りいたします。      森本修司君、退席をお願いいたします。             （森本修司君  退席）  副  議  長（今村 榮一 君）   森本 修司君 の議長辞職願 の朗読 を省略し、議 長の辞 職を許可することに御異議ございませんか。             （「異議なし」と呼ぶ者あり）  
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副  議  長（今村 榮一 君）   異議 なしと 認めます。よ って、 森本修司君の 議長の 辞職を許可することに決定いたしました。      森本修司君に自席に着席していただきますので、しばらくお待ちください。             （森本修司君  入場）  副  議  長（今村榮一君）   森本修司君より、議長辞任の挨拶がございます。      森本修司君。  12番議員（森本修司君）   議長辞職に際しまして、一言御礼申し上げます。      議 員皆 様 方に は 、 １ 年 間、 議 会運 営 並 び に 議会 活 動に い ろ い ろ お世 話 にな り 、あ り が と う ご ざ い ま し た 。 未 熟 な 議 長 で ご ざ い ま し た け れ ど も 、 議 員 各 位 を 初 め理 事 者 皆 様 方 の 深 い 御 理 解 と 御 支 援 を い た だ き ま し て 、 議 会 運 営 、 議 会 活 動 も 円滑 に 運 ぶ こ と が で き ま し た 。 こ の 場 を お 借 り し て 、 深 く 感 謝 申 し 上 げ 、 お 礼 申 し上げます。      こ れか ら も一 議 員 と し て川 西 町の た め に 頑 張っ て いき た い と 思 いま す ので 、 よろしくお願いしまして、挨拶といたします。  ありがとうございました。（拍手）  副  議  長（今村榮一君）   お諮りいたします。      議 長 が 辞任さ れ ま した の で 、この 際 、 追加 議 案 として 議 長 選挙 を 日 程に追 加 し 、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに御異議ございませんか。             （「異議なし」と呼ぶ者あり）  副  議  長（今村榮一君）   異議なしと認め、日程第３といたします。      暫時休憩いたします。  （午前１０時０６分  休憩）  ────────────────── （午前１０時１０分  再開）  副  議  長（今村榮一君）   これより再開いたします。      日 程 第 ３、選 挙 第 １号 、 議 長選挙 に つ いて 、 た だいま よ り 議長 選 挙 を行い ま す 。     お諮りいたします。      議 長選 挙 につ い て は 、 地方 自 治法 第 １ １ ８ 条第 ２ 項の 規 定 に よ り、 副 議長 よ りの指名推選といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。             （「異議なし」と呼ぶ者あり）  副  議  長（今村 榮一 君）   異議 なしと 認めます。よ って、 副議長よりの 指名推 選とすることに決しました。      議長に松本史郎君を指名いたします。      お諮りいたします。      た だい ま 指名 い た し ま した 松 本史 郎 君 を 議 長の 当 選人 と 定 め る こと に 御異 議 ございませんか。             （「異議なし」と呼ぶ者あり）  副  議  長（今村 榮一 君）   異議 なしと 認めます。よ って、 松本史郎君が 議長に 当選されました。  
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    た だい ま 議長 に 当 選 さ れま し た松 本 史 郎 君 が議 場 にお ら れ ま す ので 、 会議 規 則第３３条第２項の規定により告知いたします。      松本史郎君より、当選の受諾及び挨拶がございます。      松本史郎君。  ６ 番 議 員 （ 松本 史 郎君 ）   た だい ま 各議 員 の 御 推 挙に よ りま し て 、 議 長と い う要職 に就く こ と に な り ま し た 。 未 熟 な 私 で す が 、 川 西 町 の発展と 町民の よ り よ い生活 の実現のため、誠心誠意、円滑な議会運営に努める所存でございます。  地 方 分権が進展し 、 地 方 議 会 の役割が ま す ま す 重要に な っ て い く 中 、 議 会 の使命達 成 の た め全力 を傾注し て ま い り ま す の で 、 ど う ぞ 今後と も 議 員 皆 様 、 理 事 者の 方々の温か い 御 支 援 並 び に 御鞭撻を 賜 り ま す よ う お 願 い 申 し 上 げ ま し て 、簡単ではございますが、議長就任の御挨拶とさせていただきます。      ありがとうございました。（拍手）  副  議  長（今村榮一君）   議長、議長席にお着き願います。      御協力、どうもありがとうございました。  （議長席  副議長退席、議長着席）  議   長（ 松 本 史郎君 ）   改 め て 、おは よ う ござ い ま す。よ ろ し くお 願 い いたし ま す 。 副 議 長 ・ 今 村 榮 一 君 よ り 副 議 長 の 辞 職 願 が 提 出 さ れ ま し た の で 、 こ の 際 、 副 議長辞職についてお諮りいたします。      今村榮一君、退席をお願いいたします。             （今村榮一君  退席）  議   長（松本史郎君）   お諮りいたします。  今 村 榮 一 君 の 副 議 長 辞 職 願 の 朗 読 を 省 略 し 、 副 議 長 辞 職 を 許 可 す る こ と に 御 異議ございませんか。             （「異議なし」と呼ぶ者あり）  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   異 議な し と認 め ま す 。 よっ て 、今 村 榮 一 君 の副 議 長の 辞 職を許可することに決定いたしました。      今村榮一君に自席に着席していただきますので、しばらくお待ちください。             （今村榮一君  入場）  議   長（松本史郎君）   今村榮一君より、副議長辞任の挨拶がございます。  ５ 番 議 員 （ 今村 榮 一君 ）   昨年５月に、 皆 様 方 よ り副 議 長と い う 重責に推 挙 をい た だき 、 今 日 ま で 皆 様 方 の温か い 御 支 援 、 御 協 力 を い た だ き 、無事 何 と か 職 務 を全うできました。本席をおかりして厚く御礼申し上げます。      今後とも町政発展のため、より一層の尽力をいたしたいと思います。      簡単ではございますが、辞任の挨拶といたします。  ありがとうございました。（拍手）  議   長（松本史郎君）   お諮りいたします。      副 議長 が 辞任 さ れ ま し たの で 、こ の 際 、 追 加議 案 とし て 副 議 長 選挙 を 日程 に 追加し、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに御異議ございませんか。              （「異議なし」と呼ぶ者あり）  
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議   長（松本史郎君）   異議なしと認め、日程第４といたします。      暫時休憩いたします。  （午前１０時１７分  休憩）  ────────────────── （午前１０時４４分  再開）  議   長（松本史郎君）   これより再開いたします。      日 程第４、選 挙 第 ２ 号 、副 議 長選 挙 に つ い て、 た だい ま よ り 副 議長 選 挙を 行 います。      副 議長 選 挙に つ い て は 、地 方 自治 法 第 １ １ ８条 第 ２項 の 規 定 に より 、 議長 よ りの指名推選といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              （「異議なし」と呼ぶ者あり）  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   異 議な し と認 め ま す 。 よっ て 、議 長 よ り の 指名 推 選と す ることに決しました      副議長に石田三郎君を指名いたします。      お諮りいたします。      た だい ま 指名 い た し ま した石田三郎 君 を 副 議長 の 当選 人 と 定 め るこ と に御 異 議ございませんか。              （「異議なし」と呼ぶ者あり）  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   異 議な し と認 め ま す 。 よっ て 、石田三郎 君 が副 議 長に 当 選されました。      た だい ま 副議 長 に 当 選 され ま した石田三郎 君が 議 場に お ら れ ま すの で 、会 議 規則第３３条第２項の規定により告知いたします。      石田三郎君より、当選の受諾及び挨拶があります。      石田三郎君。  ３番議員（石田三郎君）   一言御挨拶申し上げます。      こ のた び 、議 員 皆 様 方 の推 挙 によ り ま し て 、副 議 長の要職 に就任さ せ てい た だく こ と に な り ま し た こ と は 、大変 名誉な こ と で あ り 、 感激い た し て お る と こ ろ でご ざ い ま す 。 松 本 議 長 の も と 、 皆 様 方 の 御 指導と 御助言 を い た だ き な が ら 、その職責を全うするよう、一生懸命努めさせていただくつもりでございます。      議 員各 位 並び に 理 事 者 の方々の御 支 援 と 御鞭撻を お願 い 申 し 上 げま し て、就任の挨拶といたします。  ありがとうございました。（拍手）  議   長（松本史郎君）   続きまして、お諮りいたします。      川 西町 ・三宅町式下中学校組合議 会 議 員 で あり ま す森 本 修 司 君 、今 村 榮一 君 より 辞 任 願 が 提 出 さ れ ま し た の で 、 こ の 際 、 川 西 町 ・三宅町式下中学校組合議 会 議員の辞任を許可することに御異議ございませんか。          （「異議なし」と呼ぶ者あり）  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   異 議な し と認 め ま す 。 よっ て 、辞 任 願 の 朗 読を 省 略し 、 川西町・三宅町式下中学校組合議会議員の辞任の件を許可することに決しました。  
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    お諮りいたします。      た だい ま欠員 と な り ま した 議 会選 出 の委員 の選 挙 につ い て を 日 程に 追 加し 、 議題とすることに御異議ございませんか。             （「異議なし」と呼ぶ者あり）  議   長（ 松 本 史郎君 ）   異 議 な しと認 め ま す。 よ っ て、本 案 件 を日 程 第 ５に追 加 し 、議題とすることに決しました。      お諮りいたします。      選 挙の 方 法に つ き ま し ては 、 地方 自 治 法 第 １１ ８ 条第 ２ 項 の 規 定に よ り、 指 名推選の方法によりたいと思いますが、これに御異議ございませんか。             （「異議なし」と呼ぶ者あり）  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   異 議な し と認 め ま す 。 よっ て 、選 挙 の 方 法 は、 指 名推 選 によることに決しました。      お諮りいたします。      指 名の 方 法は 、 議 長 に おい て 指名 す る こ と にし た いと 思 い ま す が、 こ れに 御 異議ございませんか。             （「異議なし」と呼ぶ者あり）  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   異 議な し と認 め ま す 。 よっ て 、議 長 が 指 名 する こ とに 決 しました。      川 西町 ・三宅町式下中学校組合議 会 議 員 に 、石田三郎 君 と 松 本 史郎 を 指名 い たします。      お諮りいたします。      た だい ま 指名 い た し ま した 議 員を 川 西 町 ・三宅町式下中学校組合議 会 議員 の 当選人と定めることに御異議ございませんか。             （「異議なし」と呼ぶ者あり）  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   異 議な し と認 め ま す 。 よっ て 、た だ い ま 指 名い た しま し た議員が当選されました。      た だい ま 当選 さ れ ま し た石田三郎 議 員 、 松 本史 郎 が議 場 に お ら れま す ので 、 会議規則第３３条第２項の規定により、当選人の告知をいたします。      日程第６、諸報告に入ります。   議長報告として、総務建設経済委員長・松本史郎の辞任に伴い、大植正君が委員長に、総務建設経済委員会副委員長・石田三郎君の辞任に伴い、今村榮一君が副委員長に、それぞれ選任されました。      ま た、 ８ 件の陳情書と 、町 長 より 行 政報告 とし て 、報告 第 ３ 号 から報告第 ５ 号の 地 方 自 治 法施行令第 １４６ 条 第 ２ 項 の繰越明許費繰越計算書を お 手元に配付のとおりでございますので、御清覧おき願います。      報告第 ６ 号、 平 成 ２ ６ 年３月から 平 成 ２ ６ 年５月期ま で の 例月出納検査の結果報告を木村監査委員より求めます。   木村監査委員。  監査委員 （木村  衛君 ）   平 成２ ６ 年３月か ら ５月期 に実施い た し ま した 例月監査の
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結果を御報告申し上げます。   堀監査委員とともに、地方自治法第２３５条の２第１項並びに地方公営企業法第２７条の２第１項の規定により、平成２５年度並びに平成２６年度の川西町一般会計及び特別会計並びに水道事業会計の出納及び予算の執行状況につきまして、会計管理者並びに水道部長に必要な調書の提出を求めて、関係帳簿及び証拠書類を対照しながら説明を受け、厳正なる審査を実施いたしました結果、各会計における予算の執行並びに現金の出納・保管などにつきましては、過誤もなく適正に行われているものと認めましたので、御報告申し上げます。  議   長（松本史郎君）   以上で諸報告を終わります。      続きまして、日程第７、一般質問に入ります。   順次質問を許します。   ３番議員  伊藤彰夫君。  ３番議員（伊藤彰夫君）   それでは、議長の許可を得ましたので、質問いたします。   さきに通告してありますように、水道事業の将来計画についてであります。   本町の水道事業は、昭和４９年に、各大字にあった７つの簡易水道を統合して川西町の水道事業が創設され、約４０年が経過いたします。現在、吉野川の県水と町内の井戸水がほぼ半々の割合で水道水として使われていますが、施設の老朽化が課題となっていました。   昨年度末に報告された川西町水道事業計画の基本方針では、平成３０年度を目標に浄水施設を廃止し、全量県水受水へ移行すると提言しています。その理由として、今後、浄水場やポンプ施設の設備更新が必要で、多額の費用を要すること、将来的に水需要が減少傾向にあること、地下水の水質の劣化などの課題があり、これらの解決策として、全量県水に切りかえるとしています。   私は、水道水に使われている井戸水の水質を心配していましたので、吉野川の水が１００％になることに対しては安心いたしております。   そこで、本町の水道事業の将来計画について町長に質問いたします。   まず１点目は、今回の提言についてであります。  今年度の予算には、水道事業計画の策定が計上されていますが、提言をもとに、平成３０年度を目標に浄水施設を廃止して全量県水へ移行するという方針を、町は既に決定したものなのか、あるいは今後の計画策定の検討後に決定するのか、町長のお考えをここで改めて確認しておきます。   ２点目は、水道料金についてであります。  昨年の議会において、県水の値下げに伴い、町の水道料金も下がるのかと質問したところ、将来計画も踏まえて検討するとのことでした。  今回、全量県水にした場合、井戸施設の維持費がなくなり、将来的に給水単価が下がり、水道料金の値下げが期待できると私は考えていますが、今後の見通しはどうでしょうか。   ３点目は、水道料金の滞納対策についてであります。   水道事業の第一義的目的は、安価な水を安定的に供給することであるとともに、
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独立採算制と公平性の原則から、水道料金を全世帯から徴収しなければなりません。そのためには、滞納をなくし、徴収率の向上を図る必要があります。本町では滞納対策をどのように進められているのでしょうか。   ４点目は、水道事業の広域化についてであります。   現在、県水１００％の自治体は、大和高田市、香芝市、上牧町、高取町、明日香村の５団体あります。今回の報告では、水道の広域化については触れられていませんが、県水１００％の自治体が多くなれば、広域化あるいは一元化することが可能になります。そうなれば、給水事業や徴収事務を効率化でき、人件費などのコスト削減ができるのではないでしょうか。ひいては水道料金の値下げにつながるものと考えますが、町長のお考えはいかがでしょうか。   以上、御答弁をお願いいたします。  議   長（松本史郎君）   町長。  町   長（竹村匡正君）   本町の水道事業は、伊藤議員がお話しになられたとおり、昭和４９年３月に創設事業認可を受け、全町を対象に給水を開始し、現在まで二度にわたる変更認可を得て、安全で確実な給水をもって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与してきました。   しかし、本町の浄水場は経年化してきており、また、一部の取水井戸において地下水質の劣化等やポンプ施設などの故障が頻繁に発生しているところでございます。      そのよ う な状況を踏まえ、 中 長期的な 本 町 の水道事業の あ り 方 を、施設整備、財政シミュレーションなどのさまざまな検討をし、川西町水道事業計画を作成したところでございます。この水道事業計画の中では、現状の県水及び自己水比率で運営した場合、また、県水及び自己水比率は現状維持のまま浄水施設を更新した場合、県水比率を７０％にして浄水施設を更新した場合、全量を県営水道受水にした場合の４つのパターンで財政シミュレーションをしております。４つのパターンの中では、最初に申し上げました現状のまま運営するのが、浄水施設の経年化により、減価償却費、起債の償還額が減少し、自己水の製造コストが県営水道の受水単価より低額になっており、短期的には財政的には一番有利な状況となっております。      し かし な がら 、将来的に現有浄水施設の老朽化に伴う施設更新が必要とな る ことを加味しますと、県営水道を全量受水する方法をとることが一番の選択となり、また、より良質な水道水を供給できるということで、浄水施設を廃止し、全量を県水受水へ移行するという判断に至ったところでございます。      次に、水道料金に つ い てで ご ざい ま す が 、先ほ ど も申 し 上 げ ま した と おり 、現状の経年化した施設での自己水の製造コストは、県営水道の受水単価より安価となっております。よって、全量を県水受水にした場合においても、将来的な財政見通しは依然厳しい状況と予想され、全量を県水受水に切りかえる際に、より経済的な県水直結配水方式の導入などを検討し、より歳出の削減を図っていきたいと考えております。   また、今後、排水管の老朽化に伴う更新工事が必要な時期を迎え、それに係る多額の経費が必要となってきますが、料金の値上げにならないよう、適切な更新計画
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を策定するなど、健全な水道事業経営を行っていきたいと考えております。  次に、水道料金の滞納対策については、伊藤議員の御指摘のとおり、水道事業は水道料金で運営されており、料金をお支払いいただけないということは、水道事業の運営に支障を来すということであり、また、受益者負担の公平性の観点からも問題があるところでございます。      納付期限内に水道料金のお 支払い が な い 場合に 、督促状を送付しま す 。督促状の指定期間内に納入のない場合は、再度期限を定め、催告書により催告いたします。催告書に指定した日を経過してもなお納入のない場合には、未納理由を調査し、納入指導を行います。それでも納付に応じていただけない場合には、水道給水停止予告通知書により、給水停止を予告します。水道給水停止予告通知書に指定した期限を経過してもなお納入がない場合には、給水停止をすることになります。      御承知 の とお り 、水道会計は 、３月３ １ 日 まで の もの を 当該年 度の収入と す るものでございますが、一般会計と同様の方法で５月末日までを収入として算出いたしますと、平 成２４年度現年度分 は、徴収率９８ .３３％、 平成２５年度 の現時点においての徴収率は９９ .０２％と なっ ております。 また、過年度の滞納金の対応については、昨年１０月に税務課職員１名を上下水道部に３カ月間短期に派遣し、滞納者に催告書を発送して納付相談等を集中的に実施いたしました。このことにより、平成２４年度８ .９４％であっ た徴収率が、平成 ２５年 度は現段階に おいて １９ .３２％まで向上しております。      ま た、 平 成２ ５ 年 度 中 に水道給水停止予 告 をし た 件数 は ６ ０ 件 で、そのう ち ２件については給水停止を執行いたしました。さらに、現在納付誓約覚書により分納中の件数は９１件となっており、滞納対策については引き続き厳正かつ適正に対処してまいります。      次に、水道事業の広域化に つ いて は 、奈良県が 平 成２ ３ 年 に作成さ れ た県域水道ビジョンで、川西町が属する県営水道エリアの広域化モデル案として、県営水道、自己水の最適化を踏まえた県営水道を軸とした垂直連携、施設の共同化と奈良市水源の有効活用を視野に入れた将来的な水道一元化を提案されています。その概要は、県営水道受水市町村の多くの浄水場が今後更新時期を迎える中で、水道施設の配置見直しを検討し、将来的に自前で水源や浄水場などの改修を行った場合と県営水道への転換を図った場合について経営シミュレーションを行った上で、施設更新の最適化を検討し、水源として県営水道を選択したほうが事業の効率化を図れる場合、浄水場・自己水を廃止し、県水への転換により二重投資の解消を図るとなっております。      今 回作成 した 川 西 町水道事業計画もその 提 案に沿った も の で あ り、全量を県水受水とすることは、広域化の垂直連携の一つであると認識しております。また、県域水道ビジョンの中で、奈良県の役割として、広域化の方向性を提示し、広域化推進に向けた調整や進捗管理を行うことにより、広域化を推進するということになっております。本町としても、広域化を実行する主体であり、水道サービス水準の確保・向上、経営基盤の強化に向けて、県及び関係する水道事業体と連携して、広域
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化を推進していく所存でございます。      以上です。  議   長（松本史郎君）   伊藤議員。  ３番議員（伊藤彰夫君）   まず、本町の将来計画についてでございますけれども、全量県水に す る と い う 方針の も と で進め ら れて い る と い う こ と で、安心い た し ま し た。目標に向けて着実に準備を進めていってください。      水道料金につ き ま し て も、現状よ り も少し でも安くな る よ う に 、今後の検討に期待いたします。      滞納に つ きま し て も 、 いろ い ろ段階を踏ん で鋭意取り組ん で お られ ま す。 今後も水道部 が 一丸と な っ て滞納ゼロを目指 し て 推進し て い た だ き ま す よ う 、要望しておきます。      ４つ目の広域化に つ き まし て は、奈良県の広域化の推進も あ り ます し 、周辺の市町 村 の 動 き も ご ざ い ま す 。広域化、 一元化に つ い て は 、 私 はメリットが大き いと考えて お り ま す 。早期 に実現で き る よ う に要望い た し ま し て 、 私 の質問を終わらせていただきます。      ありがとうございます。  議   長（松本史郎君）   続きまして、２番議員  堀格君。  ２番議員（堀   格君）   堀でございます。２点ばかり質問させていただきます。  まず１点目は、幼稚園の預かり保育の関係でございますが、現在開かれている国会におきましても盛んに議論されておりますように、来年施行される子ども・子育て支援法は、その目的の一つといたしまして、子どもの健やかな成長のために適切な環境を等しく確保するということを目的に挙げております。また一方、現在の安倍内閣が進めておりますアベノミクスの成長戦略の中で、「女性が輝く日本」と題しまして、女性の社会進出が重要課題の一つに挙げられております。現在、女性の就業率というのは６８％だそうですが、これを５％上げて７３％にするというのが安倍内閣の目標だそうであります。  こういった状況下におきまして解決しなければならない問題が、共働き等家庭の子どもの取り扱いであります。現在幼稚園を利用する満３歳以上の子どもの中には、共働き、あるいは病気、介護等の状況の家庭の子どもももちろん一定程度含まれております。その中で、特に保育の必要性の下限時間周辺の短時間就労の家庭―難しい表現になっておりますが、要は、まだ保育所に入るだけの就労はしていない、だから保育所には入れられないという家庭、それから、もう１つは、幼児期の学校教育と保育の両方のニーズを持つ家庭―これも難しい表現になっておりますが、保育しなきゃならないので保育所に預けるけども、自分としては本当は学校教育法に基づく幼稚園に入れたいんだ、こういう要望を持った家庭がありまして、この２つの問題を解決していくには、いわゆる幼稚園における預かり保育の取り組みの充実によって対処していかねばなりません。もちろん、この子ども・子育て支援法によりますと、将来的には幼稚園が認定こども園に移行することによりまして、これらのニーズに応えていくということは考えられておりますが、認定こども園のため
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には、施設整備など一定の検討やら準備期間が必要となるところであります。  また、もう一方、我が国における現在の大きな問題といたしまして、東京に人口が集中いたしまして、東京に集中すると、特に女性の未婚率が東京は格段に高いということで、これが日本の少子化の進行に拍車をかけているわけであります。これを解決するためには、やはり地方が頑張らなきゃいけない、地方におきまして就職の機会と住環境の整備が求められているということであります。  こういったような状況を踏まえまして、このたび当川西町におきまして、幼稚園における預かり保育というものが町長の決断によりスタートするということになりましたのは、まことに喜ばしいことであります。子ども及びその保護者が、その置かれている環境に応じまして、子どもの保護者の選択に基づきまして、良質かつ適切な教育及び保育、その他の子ども・子育て支援が総合的かつ効率的に提供される、この提供体制を確保していくことが何よりであります。      こ のた びスタートす る預か り保育の概要に つき ま して 、 御紹介いた だ きた い と思います。      も う１点は、乳幼児への行 政 の対応の 関係であ り ます が 、残念なが ら児童虐待とか育児放棄といったニュースが相変わらず多いというのが現状であります。最近も５歳児の白骨死体が発見され、しかも７年間放置されていたという、何とも悲しい事件がございました。この件は、行政におきましてもう少し踏み込んだ対応をしていれば、少なくとも死亡という事態は避けられたのではないかというふうに言われております。      川 西町 に おき ま し て も 、こ う した児童虐待 とか育児放棄と い っ た事 案 がな いわけではないと思います。悲惨な事態は何としても避けねばなりません。それぞれの成長過程におきまして、行政としてチェックできる機会はあると思いますので、川西町ではどういう対応をされているのか、お伺いしたいと思います。      以上２点でございます。よろしくお願いいたします。  議   長（松本史郎君）   町長。  町   長（竹村匡正君）   １つ目の御質問、幼稚園の預かり保育についてでございます。     幼稚園に おい て の預か り保育の取り組みに つき ま して は 、昨年 １２月に堀議 員よ り 御質問を い た だ き 、 今後予 定 さ れ て い る希望アンケートな ど も参考と し て 、前向きに検討していきたい旨、御回答申し上げました。      社会の 変化か ら保護者 の就労形態が 多 様化して い る現状、 ま た 、アンケートによ り保護者 の 皆 さ ん か ら実施への希望が 多 く寄せ ら れ た こ と な ど を踏まえ、教育委員 会 を 中心に検討い た し ま し た結果、幼稚園に お け る預か り保育の実施は 、幼稚園教育を希望さ れ る保護者 の環境づく り 、 さ ら に は 本 町 に お い て の子育て 支 援の 一端に も つ な が る も の と の判断か ら 、 川 西 町幼稚園で の預か り保育の実施に係る条例の制定について、今議会に提出させていただいております。   それでは、その概要について御説明申し上げます。  今回提案させていただいております預かり保育事業は、原則として毎週月曜日から金曜日の平日５日間とし、通常の教育時間終了後から午後４時まで、また、長期休業期間につ
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いては、夏季休業期間中の平日午前９時から午後４時までの時間帯においての実施としたいと考えております。また、保育料につきましては、既に取り組んでいる市町村などの料金設定なども参考として、幼稚園開園日については日額３００円、夏季休業期間は日額９００円に設定いたしました。利用要件などの詳細につきましては規則で定めることとなりますが、でき得る限り利用条件については緩和し、保護者の方に広く利用していただけるようにと考えております。  また、保育業務に携わる者については、新たなパートの雇用を考えておりますが、可能な範囲での現幼稚園教諭などの活用についても調整してまいりたいと思っております。  なお、まだその詳細は示されてはおりませんが、来年度より子ども・子育て支援制度の実施が予定されておりますことから、その内容によっては少なからずの変更が生じる場合があることについて、お含みおきをいただきたいと思っております。  次に、乳幼児への対応についてでございます。 川西町では、保健センター保健師が、乳児家庭全戸訪問事業として、生後すぐから４カ月未満の赤ちゃんのおられる全ての家庭を訪問し、育児相談、養育環境の把握などを実施しております。  乳幼児健診事業として、保健センターにおいて、４・５カ月児健康診査（年６回）、１０カ月児健康相談（年４回）、２歳児歯の教室（年３回）、１歳６カ月児健康診査（年４回）、３歳６カ月児健康診査（年４回）を、母子保健法に基づき、健康診査及び保健指導を個別に案内を郵送して実施しております。 虐待の早期発見、疾病の早期発見、育児支援を目的に事業を実施しておりますので、未健診児への対応としては、まず電話で受診の再勧奨を行い、それでも受診できない乳幼児がいる場合に、その児童が保育所や幼稚園に通っていない未所属児童の場合には、家庭訪問による直接確認、保育所や幼稚園に通っている場合には、直接保育所や幼稚園に確認を行っております。  保健センターでは、年齢に関係なく、保育所及び幼稚園に所属するまでの全ての児童の確認を行っております。教育委員会においても、新１年生の入学の確認を行っており、もし入学していない児童がいれば、必ず本人確認を行っています。健康福祉課においても、今年度５月に、川西町における児童虐待防止対策の取り組み状況にかかわる調査において、未所属児童の実態把握を行っております。川西町では、確認のとれていない乳幼児は存在しません。確認により、少しでも虐待が疑われた場合には、健康福祉課内に設置している川西町要保護児童対策地域協議会事務局に通告をして、川西町要保護児童対策地域協議会として各関係機関が連携しながら適切に対応しております。  この川西町要保護児童対策地域協議会とは、児童虐待などで保護を要する児童、支援が必要とされる児童や保護者に対し、複数の機関で援助を行うための法定化されたサポートネットワークです。奈良県中央こども家庭相談センター、奈良県中和福祉事務所生活保護係、天理警察署生活安全課、児童家庭支援センターあすか、川西町民生児童委員、教育委員会事務局総務課、住民生活課、健康福祉課、保健センター、その他関係機関で構成されており、情報を共有しながらチームで対応しています。  このように、子どもの各成長段階において行政としてチェックできる体制を整えており
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ます。  以上です。 議   長（松本史郎君）   堀議員。  ２番議員（堀   格君）   まず、２点目の乳幼児への対応でございますけども、今、町長から御説明がありましたように、当川西町では非常にきめの細かい対応をされているということで、これは非常にすばらしいことだと思いますので、今後とも継続してお願いしたいと思います。      その中 で 、特に児童虐待と か育児放棄と い うや つ です ね 。昨日 の新聞にも載っていましたけども、児童保護施設に入所されている方は、繰り返し入っている方が非常に多いという話でございますので、対応している福祉部長のところの担当者は、目立ちませんけども、非常に骨の折れる仕事だと思いますので、いかに熱意を持ってやるかということが―繰り返し入ってくるなり、一旦外へ出て、そこでまた虐待が行われるというのが非常に多いですから、その辺の見極めとか、非常に難しい問題だろうと思いますが、ひとつ担当の方に、町長、副町長あるいは福祉部長、激励してやって、お願いしたいと思います。      それ か ら、預か り保育の問題であ り ま すが 、 こ のたびスタートす る という の は 、まことに結構なことであります。冒頭にちょっと余計なことをるる申し上げましたのは、背景として、今後ますます保育を必要とする家庭というのが増えていくわけであります。特に、現在議論されております扶養控除がなくなるとかいう話。最終的に税制がどうなるかわかりませんけども。ということは、要するに女性が週２日なり、できたら働きたいという方が増えてくるわけでありますので、そういうことを考えますと、教育委員会のほうでとりあえず預かり保育のスタートは４時までということになっております。いろいろ若いお母さん方にお話を聞くと、できれば５時にしてほしいという希望もありますので、その辺の問題と、とりあえず幼稚園での預かり保育がスタートしますけども、もう一つ今大きな問題になっておりますのが、小一の壁というのがあるんですね。小学１年生の壁という意味ですが、小一の壁というのがありまして、保育園なり幼稚園の預かり保育で、とりあえずそのときはパートなり仕事ができるけども、小学校に上がった途端に、小学校１年生というのは非常に早く帰ってくるわけですね。ということは、幼稚園とか保育園に行っている間は仕事ができるけれども、小学校に上がった途端にパートをやめないかんという現象が次に出てまいります。      今 、学童保育と い う の があ り ます が 、 当 川 西町 の学童保育も 、 ちょっ と前 ま では３０人とか４０人と言っていたのが、何と今は７０人になっています。この学童保育は、就労条件が保育園に預けるのと同じように厳しいですから、もうちょっと就労条件を緩やかに、文部科学省が進めている、いわゆる放課後学校教室というやつですね、就労条件の緩やかなやつ、これをまた当川西町でも実施できるように、教育長、ひとつ次のステップで御検討いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。      以上でございます。  
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議   長（松本史郎君）   教育長。  教  育  長（山嶋健司君）   今、２点ありました。預かり保育の１７時までの件と、小学校における放課後預かり教室についてでございます。      まず、預かり保育の １７時 ま での 件 で す け れど も 、さ き に 町 長 から お 話が あ りましたが、これから示されるであろう子ども・子育て支援制度の内容、それと現預かり保育の利用状況、保護者の希望等も踏まえまして、これから来年度になるかなと思うんですけども、また検討させていただきたいというように考えております。      続いて 、小学校に お け る放課後預か り教室の件 で すけ れ ど も 、現在、見守り隊の御支援を得て、集団下校を基本として小学校においては実施されております。      学童保育につ き ま して は 、７０名 と い う状況の 中で、 い っぱい の状況にあ る と 。それと、学童保育の入所にはそれなりの条件も要しているということはあるんですけども、これらを踏まえまして、学校、関係機関と御相談しながら検討してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  議   長（松本史郎君）   続きまして、１１番議員  芝和也君。  11番議員（芝  和也君）   それでは、前の２人に続きまして町長に質問いたします。      内容は 、 さき に通告 し てあ り ます よ う に 、結崎駅周辺の整備構想に つ いて で あります。      本構想に つき ま し て は 、町 長 初め 皆 さ ん 御承知 の とお り 、目下、結崎駅周辺の整備計画が練られまして、駅舎のリニューアルを初め、駅の南北にあります踏切道の拡幅、駅前広場の整備、駅の東側方面での道路の拡幅、西側方面での新たな南北間を結ぶ動線の確保等々が、２８年度からおおむね５カ年計画で整備するべく、たたき台を仕上げ、これからそれに向けた取り組みを進めていこうというところであります。      今般、 こ れら に 関 し て 、町広報を通じ、経過報告 とし て住民の 皆さ ん に紹介されたことからも、一定の方向性が出されたものとして、住民の皆さんの受けとめも始まることでありましょう。      も と も とこの周辺整備に 関 して、利用 者の 皆 さ んや住民の 皆さ ん か らの提起は 、南北の踏切道の拡幅、駅前広場の活用を含めた駅西側での南北の動線の確保、駅舎で言えば西側改札口の設置等々であります。      こ れら を背景に し て 、 これ ま でも懸案 事 項 とし て 議論を 重 ね て くる 中 、竹 村 町長が就任なさる前の話になりますが、一連の動きとしては、本町の第２次基本構想の後期計画をまとめるに当たり、改めてニーズ調査を行い、前町長が計画化に踏み切り、今日に至っている取り組みであります。  いずれにしましても、多額の財政出動を伴う計画でありますし、現在担当部局から聞いている話では、マックスの見積もりでありますが、事業費の半分以上を近鉄の所有となる駅舎に費やすことにもなり得るようでありますし、今も触れましたように、一連の取り組みが経過する中、竹村町長が昨年８月に就任なさいました。記憶に新しいと存じますが、就任早々に結崎駅からの駅員さんの引き揚げの話が舞い込んでまいりましで、この件に関し、事態の打開に向けて、いかに無人の時間帯を
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なくしていくかで議論もし、各方面に手を打ちましたが、現在のところ、残念ながら改善には至っておりません。今後も検討課題として課せられている問題でありますが、その折にも議論を交わしましたように、今般進めていこうとしている整備計画の影響は否めない旨、町長も憂慮なさっておいででありました。  当然中身の変更は余儀ないものと存じますが、この辺のところはいかがお考えになりますか。計画を仕上げていくに当たり、今日における減少に向かう本町の人口動態や、それを見据えての近鉄の動向、今後の結崎駅の利用の見通し状況等々を勘案した上での町長の御所見をお聞かせください。  議   長（松本史郎君）   町長。  町   長（竹村匡正君）   駅前周辺整備構想についてでございます。      近鉄結崎駅周辺整備に つい て は、住民の 皆 様の安心安全の た め 、駅周辺に お ける課題 や問題点の 解 決 に向け て 、 平 成 ２ ３ 年 度 か ら 本 格的に取り組み、昨年 度 、近鉄結崎駅周辺整備基本計画を策定 い た し ま し た 。 こ の基本計画に お い て は 、南北踏切の拡幅や駅東側か ら の 改札への 動線、駅西側に お け る南北を結ぶ 動線や駅舎整備などなどの課題解決を盛り込んでおります。      その中 で も事業費が最も多額とな る駅舎整備に 関 しま し て は 、結崎駅の省 人化に伴う駅構内の安全な利用 とバリアフリー化な ど の整備を進め る 上 で 、近鉄と は協議を重ねながら進めてまいりたいと考えております。      現在の駅周辺の状況は 、駅の南側で は送迎の車や 自転車、歩行 者が混在し て 、非常に危険な状況で あ り 、北側のロータリーに つ い て も 、結崎・唐院工業団地 の従業員 の送迎バスが 多 数 出 入 り す る 中 、企業バスの乗降 場所や 動線が 未整備な 部分 も あ り 、住民の 皆 様 や 本 町 を訪れ る来訪者 の 方々に安心安全に利用 し て い た だく た め に も 、交通の結節点で あ る結崎駅周辺の整備は進め て い か な け れ ば な ら ないと考えております。      そして 、 川西 町 は住みやす い 、住ん でみた いと 思 って い た だ け るよ う 、こ れ ら魅力 あ る ま ちづく りへの取り組みを進め て い く こ と で 、 人口増加への 一翼を担えるのではないかと考えております。      ま た、 あわせ て企業誘致を 推進す る こ と で 、結崎駅の利用 者 数 の増加 を見込める と も考えて お り 、その こ と で は 省 人化の撤廃へも つ な が る の で は な い か と 思 っております。      な お、駅周辺整備を進める に 当た っ て は 、 事業効果や財政状況を十分見極め なが ら 、 こ れ ら の こ と を踏まえた 上 で優占順 位 を つ け 、整備を進め て ま い り た い と考えております。      以上です。  議   長（松本史郎君）   芝議員。  11番議員（芝  和也君）   整備を進めていって、建物を建てていくとか、これまでずっと続い て き た 、 よ く あ る 再 開発と は ちょっ と違い ま す け れ ど も 、 いずれ に し て も本 町 の こ れ か ら の先を見据えて整備を進め て い っ て 、それ が 人口増な ど のそう いう 方向に つ な が っ て い く た め に取り組ん で い き た い と 、それ を見越し た 町 長 の所
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見であったかと存じます。      い ろい ろ と人口動態調査は 出 てい ま す け れ ども 、 町長 御 自身、 まず今後の将来人口を ど う い うふう に 認識な さ っ て い ま す か 。増えて い く も の 、 あ る い は も う全体と し て減っ て い る か ら 、将来的に は や っぱり 人口は減少に向か う だ ろ う と い う見込みな の か 、基本的な と こ ろ の将来の 人口は 、 今 ど う い う見通し を持っ て お られるか、まずそれをお尋ねいたします。  議   長（松本史郎君）   町長。  町   長（竹村匡正君）   人口動態につきましては、昨今マスコミでも非常に話題となっ て お り ま す と お り 、 何 も し な け れ ば 、 人口は減っ て い く の で は な い か と考えております。  で す の で 、 こ う い っ た駅前周辺整備並 び に企業誘致を進め る こ と に よ っ て 、 人口の維持・増加 を進め て い き た い と考えて お るわけ で ご ざ い ま し て 、 何 も し な ければ減少するということでございます。  以上です。  議   長（松本史郎君）   芝議員。  11番議員（芝  和也君）   何もしなければ減るだろう、しかし、いろいろ取り組むことに よ っ て維持あ る い は増加 と い う こ と で 、そこ に 力点を置い て い き た い 、 こ う いうお答えであったかと存じます。      非常に大枠の漠と し た 話で す けれ ど も 、調査に よ りま す と 、 と にか く 日本 の 人口というのは２０世紀の間の１００年で８ ,０００万人ほど増えて、この２１世紀１００年で８ ,０００万人ほど減るというような推移をたどるというのが、大枠の日本全体の人口動態ということになっているようであります。      町 長が お述べに な っ て おり ま すよ う に 、 各 地域で いろ い ろ と計画を 立 てな が らそう い う取り組みを 行 い 、その減る 中 の 人口が 、パイは 一緒で す け れ ど も 、 ど こに住むか に よ っ て 、その 地域地域の 人口の 動 き が 変わっ て く る だ ろ う 、そこ で 人口増を目指 し て の取り組みを 各 地 で 今 頑 張 っ て い る と 、 こ う い う こ と で あ っ た かと思います。      ま ちづく りの視点は 、 私は双方向で見て い くべき だと 思 う ん で す。 で すか ら 、町 長 が お述べの よ う に 、 い ろ い ろ取り組ん で 、 力 を 入 れ て 、 い か に維持を し 、発展さ せ て い く か 、増や し て い く か 、 こ れ が １点で あ り ま す 。 も う １点は 、減少して い く な ら減少し て い く な り に 、 事実をリアルに き ち ん と見な が ら 、 人口減少のま ちづく り と い う の も や っぱり 一 方 で視野に 入 れ て や っ て い く と い う の は 当然必要に な っ て く る か と存じま す 。同僚議 員 の先ほ ど の質問の 中 で の水道の計画で すけ れ ど も 、 あ の 事業計画の見通し で も 、 や っぱり 人口動態は減る か ら 、その減った 人口を見越し て計画を 出 し て い る と い う の がその状況で あ り ま す か ら 、リアルに商売の観点で こ れ を ど う し て い こ う と 思 っ た ら 、そこ ら辺も や っぱりシビアに見ていってると思うんです。  そう い う点で は 、 ま ちづく り の視点、取り組ん で増や し て い っ て維持す る こ と 、こ れ は こ れ で 本 当 に大切な 話 で す し 、 何 も悪い こ と で は あ り ま せ ん け れ ど も 、そ
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れ がええと か悪い と か 言 っ て い る問題 で は 別 に あ り ま せ ん が 、 や っぱり減少す るな ら減少す る と い う こ と を き ち ん と 受 け と め た 上 で の 本 町 に お け る ま ちづく り とい う と こ ろ に も視点は持つべき で は な い か と 、 こ う い うふう に考える ん で す が 、それについては、視点の持ち方として町長はいかがお考えになりますか。  議   長（松本史郎君）   町長。  町   長 （ 竹村 匡 正君 ）   当然、芝議員 が お っ しゃる と おり 、 人口減少を踏まえて両に らみで対応し て いくべき だ と い う お 話で ご ざ い ま す が 、その辺に つ き ま し て も、仮に 人口が減っ た 場合で も 、財政的に 、駅前整備、 こ の辺に つ い て資金供給で きる か と い う と こ ろ を踏まえた 上 で 、 し っ か り対応し て い き た い と 思 っ て お り ま すので、その辺、よろしくお願いします。  議   長（松本史郎君）   芝議員。  11番議員（芝  和也君）   資金的、財政的にどうなるか、その辺をしっかり見据えた方向で検討を進めていきたい、こういうことでありました。      今 もこ の計画を進め る に当 た って 、 協 議 会 と懇談会を 立 ち 上 げ られ ま して 、そこ でそれ ぞ れ の 御 議論を い た だ い て い る と こ ろ で す け れ ど も 、 や っぱり ま ちづくり に 関 し て は 、 多 方面か ら い ろ い ろ意見を聴取し て い く と い う こ と は非常に大事な こ と だ と 思 い ま す し 、同時 に 、能動的に 動 く 人 と い う ん で す か 、 い ろ ん な 分野にわた っ て能動的に 動 い て い く よ う な 、そう い う 皆 さ ん が 多 け れ ば 多 い ほ ど 、住民参加 の ま ちづく り と い う の は 前 に進ん で い く と い うふう に 、 ま ちづく り の取り組み方としては私はそういうふうに見ています。      財政出 動 が学校を つ く るぐら いか か っ て く るこ と にな り ま す し 、向こ う２ ０ 年か ら ３ ０ 年 か け て 、それ だ け 多額の財政 の償還も起こ っ て い く と い う計画に な ります。２０年、３０年という今からのスパンで言いますと、川西町の人口も６ ,００ ０ 人 と か 、そのぐら い ま で減っ て く る と い う の が 一 つ の 推計で は 出 さ れ て い ます の で 、そう い う点に お い て は 、それ に応じた駅の構想も見据えるべき で は な いか 。近鉄も駅員 さ ん を引き揚げ て 省 人化を し て い る と い う こ と で す け れ ど も 、企業サイドで は 、利用 が ど ん ど んふえて く れ ば 、絶対引き揚げ る こ と は な い で す 。し か し 、そこ ら辺をシビアに 分析す る か ら 、そう い う利用 の少な い駅に つ い て は鉄道会社と し て も引き揚げ て い こ う と い う こ と で 、 各 地 でそう い う 人 員削減、駅員さん引き揚げの駅が出てきているというのが一つのあらわれだと思います。      それはそれでリアルな現象で あり ま す か ら 、自 治体と し て はそれを踏まえて整備を進め て い く 。利用 の 皆 さ ん の利便性を向上 す る と い う こ と で 、 当然整備を するわけ で す け れ ど も 、そこ に はそう い う 人口減少に向か う ま ちづく り の 中 で の必要な整備と い う こ と で 、視点を き ち ん と据え直 す 。 こ う い うふう に 、財政的な投資、資金繰り が う ま く い く か い か な い か と い う だ け で は な し に 、進め る整備の 中身においても、そういう―まだこれは構想で、青写真の段階ですから、どうなるかわか り ま せ ん け れ ど も 、 今 のマックスの 予 算 で い き ま す と 、橋上駅に な っ て 、それ な り に 立派な駅舎に な っ て 、駅前広場 も広く整備さ れ ま す け れ ど も 、 日常的に 、現状で もふだ ん 皆 さ ん が駅を有効に利用 さ れ て い る と い う こ と に は な っ て い
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ま せ ん で 、利用 の 皆 さ ん が必要に応じて利用 す る 、そう い う状況の駅で あ り ま すか ら 、そう い う状況の駅な ら ば 、それ な り の整備の仕方 が あ る だ ろ う と 、 こ う いうふうに考えます。      そこら辺のと こ ろ 、構想を 立 ち上 げ て 、 も う時 間 がど ん ど ん迫って き て、 こ れら か ら具体化に 着 手 し て い く と い う 時 期 に も来ま す の で 、基本的な視点、そう いう実情、状況、実態に即し て 方向性と い う の を き ち ん と 出 すべき と い うふう に見ているんですけれども、そこら辺、町長御自身はいかがお考えになりますか。  議   長（松本史郎君）   町長。  町   長（竹村匡正君）   芝議員からのお話にありますとおり、現在の結崎駅周辺の整備構想に つ き ま し て は 、 各 協 議 会 か ら 上 げ て い た だ い た青写真で あ り 、 た た き台だ と 思 っ て お り ま す 。 こ の よ う に た た き台ど お り整備で き れ ば結構な ん で す け れど も 、 ６月の広報に も載せ て 、広く住民の 方々に も周知 さ せ て い た だ い た と こ ろで ご ざ い ま す 。 こ れ か ら住民の 皆 さ ん の意見を し っ か り踏まえた 上 で 、総費用 、ま た 今後の財政状況な ど も お示し し た 上 で 、 し っ か り進め て ま い り た い と 思 っ ております。      以上です。  議   長（松本史郎君）   芝議員。  11番議員（芝  和也君）   そういうことで、きちんと踏まえていくということであります。      も とも と から 出 て い る 当初 の声は 、要す る に南北の踏切の狭隘にな っ てい る のを拡幅し て 、 き ち ん と整備を し て ほ し い と 。 町 の計画で も 、役場 前 か らずっ と駅前 を通っ て東へ抜け て い く道路の計画で あ り ま す か ら 、計画的に は筋の通っ た 話に な っ て る と 思 い ま す し 、駅に つ い て も 、 町 長 の最初 の お答えで お述べに な り まし た よ う に 、東西両方 か ら の駅への 動線、それ が利用 者 の利便性向上 に向け た取り組みで あ り ま す か ら 、そう い う 皆 さ ん か ら 上 が っ て る声と整備に必要な 着眼点を き ち ん と見据えれば 、必要な整備と いう こ と に な っ て く るだ ろ う と 思 い ま す し、ど か ん と で き て し も て 、 ど ん ど ん利用 が減っ て く る と い う こ と で は 、プラスに はなっていかないと思います。      大前提 と して 、全体の 人口が下が っ て る と いう の は紛れ も な い 事実で あり ま すか ら 、 こ れ か ら我々はそう い う 人口減少社会 に向か う 中 で 、 ど う い う社会資本 を整備し て い っ て 、 制 度 を つ く っ て い っ て と い う こ と が問われ て く る 時 代 に 入 っ てる と 思 い ま す の で 、そこ ら辺の と こ ろ を き っ ち り 議論の 中心に据えな が ら進め てい っ て い た だ き た い 。 も と も と 出 て い る声に基づい た必要な整備と い う 方向で 手がけていっていただきたい、かように思います。  その点、重ねてお尋ねをして、質問を終わります。  議   長（松本史郎君）   町長。  町   長（竹村匡正君）   住民の皆さんのニーズがどこにあるのか、踏切の拡幅、南北の 動線確保と い っ た周辺整備、駅舎、 ど の辺に優先順 位 を置い て い ら っ しゃる のか と い う の を し っ か り踏まえた 上 で 、 さ ら に 町 の将来的な財政状況な ど も踏まえ
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た上で、できるところから対応してまいりたい、このように考えます。      以上です。  議   長（松本史郎君）   続きまして、１番議員  勝島健君。  １番議員（勝島  健君）   議長のお許しをいただきましたので、この際、２つほど町長にお尋ねしたいと思います。      １ つは 、子ど も の社会教育に つい て で あ り ます 。 もう １ つ は 、ＩＴ技術の 行 政業務への積極的導入についてであります。      まず、 １ つ目の子ど も の社会教育に つ い て であ り ます け ど も 、 私は 、学校に おけ る教育レベルが最近低下し て い る の で は な い か と考えて お り ま す 。学力 が落ちた と い う 話 で は な く 、社会 を構成 す る 人 間 を育て る と い う意味で の教育に つ い てです。      本来、義務教育に 期 待 され て いる と こ ろ は基礎学力を つ け る と いう こ とで あ って 、社会 の構成 員 と し て の 人 間 を育て る こ と は 、家庭を 初 め と す る 一般社会 が なすべき こ と で あ り ま す が 、ふだ ん の生活 の 中 で子ど も が親以外の大人 と触れ合う機会 が少な く な っ て き た現代 は 、学校に お け る社会教育の 重要度 は昔よ り増し たと考えられます。      と ころ が 、時 代 の流れ でも あ りま しょう か 、学校教育現場 に お いて は 、子ど もに対し て厳し く接す る こ と が昔よ り は大幅に 制限さ れ て い る 今 日 で も あ り ま す 。昔は 、生徒の将来の こ と を 思 い 、わざ と厳し い態度 で接す る よ う な先生も少な からずい ら っ しゃい ま し た が 、最近は 、そう い う こ と を嫌い 、クレームを つ け る親も 中 に は い ら っ しゃい ま す 。結果、教師の ほ う が萎縮し て し ま い 、全て の生徒に対し て厳し い態度 を と ら な く な っ た こ と が現状な の で は な い か と 、 私個人 は憂えて お り ま す 。冒頭に述べま し た低下し た教育レベルと い う の は 、 こ の 部 分 で あ ります。      町 長が こ の考えに同意して い ただ け る か は とも か くと し て 、 地域は も ちろ ん 、国の将来を担う 人材を育て な け れ ば な ら な い学校と い う環境に お い て 、 一 定 の厳しさというのは当然に必要であると私は考えます。      こ の意味で、現在の義務教育の現場 は少し厳し さ が足 り な く な り過ぎたと 私 は考えるわけ で す が 、子ど も た ち がその 時 間 の 多 く を過ご す学校の 中 で 、子ど も の社会教育についてどのようなお考えをお持ちか、お尋ねします。      続きまして、ＩＴ技術の行政業務への積極的導入についてであります。      コンピュータ関連技術が仕事 の道具と し て使用 さ れる の は も は や当 た り前 で あり ま す 。技術革新は ま だ ま だ 日進月歩で あ り ま し て 、 今後も業務への新た な技術の導入は進むでしょう。      さ て、そうい っ た先進技術の仕事現場への導入 で すが 、民間 で は新た な技術はビジネスチャンスと捉え、それ を 用 い た新た なサービスが競っ て市場 に あ らわれる の で す が 、 こ と役所に 関 し ま し て は 、その取り組みは民間 に比べて お く れ を とっ て い る と 言わざ るを得ま せ ん 。最近話を よ く聞か れ る よ うに な っ た と こ ろ で は、インターネットを 活 用 し た も の がそれ に 当 た る と 思 い ま す 。居な が ら に し て あ ら
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ゆる買い物が で き るネット通販の便利さ は 、 一昔前 に は考えら れ な か っ た も の であります。      こ のよ う なサービスの向上 は 、役所の住民に対す るサービスに おい て も当然期待 で き ま す 。 し か し な が ら 、全て の住民に 公 平 にサービスを展開 す る と な る と 、当然な が ら 、 あ る 程 度 自 ら管理 し 、 支配下に置け るインフラが新た に必要で あ ろう こ と は想像が つ き ま す 。少し 前 で あ れ ば 、独自 のネットワークを 自 治体内全域に構築す る と な る と 、 多大な費用 が 予想さ れ たわけ で す が 、 あ り が た い こ と に 、こ こ 数 年 の 間 に 、民間企業に よ っ て で あ り ま す が 、 町内にネットワークケーブルが 張 り めぐら さ れ ま し て 、それ を利用 す れ ば 、従来予想さ れ た よ り も は る か に安い費用でのネットワーク構築は、もはや決して不可能な話ではありません。      情報技術、特にネットワーク関連の環境は 、 か なりの速度 で進展し ており ま す 。新た な技術を積極的に取り込ん で 、役所と し て住民サービスの 開発と向上 に取り組むことについてのお考えをお尋ねいたします。      よろしくお願いします。  議   長（松本史郎君）   町長。  町   長（竹村匡正君）   まず、子どもの社会教育についてでございます。      近年の社会環境の 変化から 、子ど も た ち を取り巻く環境も大き な変化を受 け てお り 、その 変化に お い て適切に 指導し て い くべき家庭、学校、 地域に お い て の教育力の低下が懸念されております。      子ども た ちが命を大切にす る心や他人 を 思 いや る心、善悪の判断な ど の規範意識な ど の道徳性を身に つ け る こ と は 、 こ れ か ら大人 と し て 成 長 し て い く 上 で も とて も 重要な こ と で ご ざ い ま す 。子ど も た ち が健全に育ち 、生き る 力 を育ん で い くた め に は 、学校で学習す る 一 方 、社会 と の か かわり の機会 を増や し な が ら 成 長 して い く こ と も必要で あ り 、その た め に は 、子ど も た ち は も と よ り 、家庭や 地域など社会全体が教育活 動 に か かわっ て い く こ と が必要で あ る と考えて い る と こ ろ でご ざ い ま す 。その 中 で子ど も た ち に 多 く の体験・経験の機会 を与え、子ど も た ちが 成 長 し て い く こ と に よ っ て 、社会 のルールを学び 、それ が 規範意識の向上 に もつながっていくものと考えます。      本 町で は 、地域の 方 に よる通学支 援 と し て の見守り隊、 地域の 方の 指導に よ る子ど も和太鼓講座、空手教室な ど に取り組ん で き た と こ ろ で ご ざ い ま す が 、 平 成２ ５ 年 度 よ り 、保護者 、 地域の 皆 さ ん に よ り学校への か かわり を持っ て い た だ くこ と 、子ど も た ち の社会性・ 規範意識の向上 な ど を目的と し て 、保護者 や 地域の皆 さ ん に放課後活 動 や学校運 営 を 支 援 し て い た だ く学校・ 地域パートナーシップ事業に取り組んでおります。      学校、 地域、家庭が 一体と な って 地域ぐるみで教育活 動 に携わるこ と で、 地域の教育力 の向上 、 ま た 地域の絆づく り に も つ な が っ て い く も の と 期 待 し て お り 、今後一層力を入れていきたいと考えております。      引き続き施設の充実を図り つ つ、健全な子ども た ちの育成 、生きる 力 の醸成 に取り組ん で ま い り た い と考えて お り ま す の で 、 御 理 解 、 御 協 力 賜 り ま す よ う お 願
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い申し上げます。      子ども た ちは 、 自 ら育ちま す 。家庭で は保護者 を見て育ち 、学校で は先生を見て育ち 、 地域で は 地域の大人 を見て育っ て い ま す 。保護者 、教員 、 地域の大人 が自 ら の背中 を見本 と し て見せ な が ら 、子ど も た ち を育成 し て い く こ と も大事 で はないかと考えております。      次に、ＩＴ技術の行政業務への積極的導入についてでございます。      勝島議 員 には既に 御承知の と おり 、税務 事 務、戸籍住民台帳事 務及 び国保や介護保険な ど の保険事 務 な ど の役場 に お け る基幹業務 に お い て は 、電算システムが整備さ れ て お り 、 例えば住民の 皆 様 か ら の問い合わせ な ど に つ き ま し て も 、迅速かつ正確に応答できるようになっている状況でございます。      ま た、インターネットを利用 して 直接住民の皆 様 が享受 し て い ただ け るサービスと い た し ま し て は 、現在、文化会館な ど の 公共施設の利用確認 、 職 員採用 に かかわる電子受付、図書館資料の貸し 出 し の有無の確認 、コスモス安全メール、 町のホームページに掲載し て お り ま す電子会 議室の 中 に ご ざ い ま す 町 政 に 関 す る ご意見・ お問い合わせな ど が あ り 、広く 御利用 い た だ い て い ると こ ろ で ご ざ い ま す。      議 員が お っしゃる よ う なネットワーク関連の環境を整備し て 、 さら に住民サービスの向上 に つ な がる取り組みを 今後どう す る の か と い う お尋ね で ご ざ い ま す が、前述し た こ と以外に も 、現在ネットに よ る 町内以外の 公共施設も 予約で き るシステムの導入 や 、 町ホームページの 改良を次年 度以降 に検討し て い る と こ ろ で ご ざいます。      そのほ か にも 、昨年 本 町も実証実験を 行 い まし た が、ネットを利用 し て市町 村が 行 う健診情報な ど を個人 と医療機関 な ど が共有し て健康管理 を向上 さ せ るシステムの 開発や 、 地図情報システムを使用 し た観光案内や防災情報の周知 の よ う なこ と を 行 っ て い る市町 村 も ご ざ い ま す 。 た だ 、住民の利用環境や対費用効果を考えま す と 、 本 町 の よ う な 行 政区域が極小で 人口が少な い と こ ろ で は 、導入 に は慎重にならざるを得ない側面もございます。      し かし 、住民の 皆 様 のネットを利用 し て 行える 行 政サービスに つい て は、拡大し て い くべき で あ る と 私 も考えて お り ま す の で 、 今後は 町内の基幹システムを共同利用 し て い る７市町 な ど で共同し てネットを利用 す る よ う な新た な 行 政サービスを構築し て い け な い も の か ど う か を 協 議 し て い き た い と考えて い る と こ ろ で ございます。      以上です。  議   長（松本史郎君）   勝島議員。  １番議員（勝島  健君）   お答えありがとうございます。      まず、子どもの社会教育についてであります。      ちょっ と 話はそれ る か もし れ ませ ん け れ ど も、近代に な り ま し て、権利は主張す る も の と い う意識が 高 ま っ た と 思 う ん で す ね 。それ に対し て 、社会 に よ り 多 く責任 を果た すべき と い う意識は薄れ て き て い る よ う に 思われ ま す 。 こ の権利と責任のバランスが崩れますと、社会がうまく立ち行かなくなります。  
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    今 回、学校に お け る子ども の社会教育と い うこ と で意見を交わして い るん で すけ れ ど も 、子ど も が生活 す る学校の 中 で も 、権利も あ れ ば責任 と い う も の も あ るわけ で す が 、 こ のバランスを 上 手 に と ら せ る よ う に し な い と 、社会的に ま と も なと 言 う と 変 な 言 い 方 で す け れ ど も 、 ちゃん と や っ て い け る 人 間 に育っ て い か な いん で す ね 。権利を主張 す る こ と ば か り を覚えて し ま う と 、 自 分 中心に物事 を考える よ う に な っ て し ま い ま し て 、大勢の 中 に 入 っ て相手 を攻撃す る 、それ が相手 を尊重 す る と い う こ と を忘れ る よ う に な っ て し ま っ て 、 いじめ と か 、そう い う こ とにつながっていくわけです。      子ども の 世界と い う の は大人社会 の縮図で もあ り まし て 、大人 の社会 で隠れ てい る も の が子ど も の社会 に お い て は表に 出 て き ま す 。 こ う い っ た 部 分 は早い う ちに 、子ど も の う ち か ら矯正 し て い か な い と 、 ど ん ど ん 手遅れ に な っ ちゃう ん で すね 。 私 が先ほ ど も 申 し 上 げ ま し た よ う に 、社会教育の責任 と い う の は基本的に は学校に な く て 、 まずは家庭、次は周辺地域で あ り ま す 。 本来、国や 自 治体に子ども を ちゃん と育て な さ い と い う よ う な こ と をわざわざ 言 う責任 は な い と 思 っ て いる ん で す け れ ど も 、実際 に 事 件 が起こ っ た り す る と 、 何 と か し て く だ さ い と か 、当然意見と し て 出 て く るわけ で す 。そう な る と 、 申 し 上 げ ま し た よ う に 、子ど もの う ち に権利と責任と い う も の を き ち んと身に つ け て お くべき だ と 私 は考えま す。      そう な ると、 や は り子ど も たちが 時 間 を多 く過ごす学校の 中でそう いうこ と を 、本来学校が な すべき こ と で は な く 、 ちょっ と余計な こ と に な っ て く る か も し れ ない ん で す け れ ど も 、そう い う 部 分 に お い て し っ か り子ど も を育て て い っ て ほ し いわけです。      その意味にお き ま し て 、学校とい う の は 行 政も 多少手 を 出 せ る 部分 で あり ま すの で 、その 部 分 で ちょっ と お 願 い し た い 、積極的に子ど も の社会教育に か かわって い た だ き た い と い う の が 私 の 思 い で あ り ま す 。結果が 出 る ま で に す ご く 時 間 がか か る こ と な の で 、な か な か 手 が 出 し にく い 分野で あ る と は思 う ん で す け れ ど も、将来を見据えて取り組んでいただけたらと思います。      それか ら 、ＩＴ技術の ほう で すけ れ ど も 、 いろ い ろと庁舎内で の取り組みは 当然さ れ て い る こ と は承知 し て お り ま す け れ ど も 、ふだ ん か ら 町 長 と 多少お 話 し して い る と 思 い ま す け ど も 、 町 長 も 「 人 と企業に と っ て魅力 あ る ま ちづく り 」 と いう こ と を 上 げ て お ら れ る と 思 う ん で す け れ ど も 、 や っぱり 前向き に 、 ほ か の ま ちに は な い よ う な も の を つ く り 上 げ て い こ う と い う姿勢を見せ て い た だ き た い ん です 。難し い と は 思 い ま す 。チャレンジに な るわけ で す か ら 、結果が い い 方向に 出な い も の に つ い て は 手 を 出 し に く い か と は 思 う ん で す け れ ど も 、技術革新と い うの は ど ん ど ん さ れ て い き ま す の で 、 こ う や っ た ら ま た新た な住民サービスが つ くっていけますよという意味で姿勢をお聞きしたかったわけです。      現在、防災無線と い う のが 運 用さ れ て い るわけ で すが 、 し ば ら くす れ ば、それも 更新の 時 期 が ま い り ま す 。その と き に同じよ う なシステムを ま た 入 れ る の か 。ネットワークと い う の は双方向のインフラな ん で す け れ ど も 、 こ れ ま で の防災無線と い う の は 、 中央か ら流し っ放し で 、相手 の反応が見えな いインフラな ん で す
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ね 。 当然、それ が も う 時 代 お く れ に な る こ と は目に見えて い ま す の で 、そう い う意味で の新た なインフラを 川 西 町内に つ く っ て い く と い う こ と を考えて い た だ きたいと思いますが、いかがでしょうか。  議   長（松本史郎君）   町長。  町   長（竹村匡正君）   まず最初の子どもの社会教育についてのお話でございますが、まず、 私 が 思 い ま す の に 、教育は家庭で 第 一 に 行 っ て い た だ くべき も の だ と考えて お り ま す 。昔と違っ て核家族化や夫婦共働き 、 ま た兄弟の 数 が少な く な っ て きて い る な ど 、 か つ て の家庭環境か ら大き く 変わっ て は お り ま す け ど も 、 や は りそこ は家庭に お い て し っ か り子ど も の教育を し て い た だ き た い 。権利意識の 高 ま りや責任 の希薄化な ど、そう い っ た こ と が見ら れ る と い う お 話で は ご ざ い ま し た が、そう い っ た こ と を押し つ け る こ と も な か な か で き ま せ ん の で 、 まず家庭で し っ かり教育し て い た だ き 、その 中 で の学校で の生活 や社会 と の か かわり を通し て社会規範を身につけていっていただきたいと考えております。      そのた め の場 と し て学校・ 地域パートナーシップ事業に 力 を 入 れて い きた い と思っておりますので、よろしくお願いします。      あ と、ＩＴ技術の 行 政業務への導入 に つ い てで ご ざい ま す が 、先ほ ど勝島議 員か ら お 話 が ご ざ い ま し た と お り 、防災システム、 こ ち ら に つ い て もアナログ方式に つ い て は 期限が迫ら れ て い る状況で ご ざ い ま す 。基幹システムを共同利用 し てい る７市町 と も し っ か り 協 議 の 上 で考えて い く所存で ご ざ い ま す の で 、 よ ろ し くお願いします。      以上です。  議   長（松本史郎君）   これをもちまして一般質問を終わります。   これより議事に入ります。   お諮りいたします。   日 程 第 ８ 、報告 第７号 、 専 決 処 分 の報告 に つ い て 、 日 程 第９、承認 第 １ 号 、 平成 ２ ５ 年 度 川 西 町 一般会計補 正 予 算 の 専 決 処 分 に つ い て よ り 、 日 程 第 ２９、同意第 ２ 号 、 川 西 町固定資産評価審査委員 会 の委員 の 選 任 に つ い て ま で の 各 議 案 に つき ま し て は 、既に 招 集通知 と と も に配付し て お り ま す の で 、 各 位 に お か れ ま し ては 熟 読 願 っ て い る 関係上 、 こ の 際 議 案 の 朗 読 を 省 略 し た い と 思 い ま す が 、 こ れ に御異議ございませんか。          （「異議なし」と呼ぶ者あり）  議   長（松本史郎君）   異議なしと認め、議案の朗読を省略いたします。  お諮りいたします。  日 程 第 ８ 、報告 第７号 、 専 決 処 分 の報告 に つ い て 、 日 程 第９、承認 第 １ 号 、 平成 ２ ５ 年 度 川 西 町 一般会計補 正 予 算 の 専 決 処 分 に つ い て よ り 、 日 程 第 １７、承認第９号 、 川 西 町国民健康保険税条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 専 決 処 分 に つ い て まで の １ ０ 議 案 を 一括議 題 と い た し た い と 思 い ま す が 、 こ れ に 御 異 議 ご ざ い ま せ んか。          （「異議なし」と呼ぶ者あり）  
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議   長（松本史郎君）   異議なしと認め、一括議題といたします。  町長より提案理由の説明を求めます。  町長。  町   長 （ 竹村 匡 正君 ）   それで は 、今 議 会 に 上 程い た しま し た 議 案等の 提 案要旨について御説明いたします。      まず、報告第７号、専決処分の報告についてでございます。      こ れは 、 平成 ２ ５ 年９月議 会 にお き ま し て 議決 を いた だ き ま し た川 西小学校改築工事 の う ち屋内運 動 場 ほ か 改築工事 に係る契約期 間 の 変 更 に つ い て 、 町 長 の 専決 処 分 事 項 に 関 す る 条 例 に基づき 専 決 処 分 さ せ て い た だ き ま し た の で 、 地 方 自 治法第１８０条第２項の規定に基づき、議会へ報告するものでございます。      次に、 今 回専 決 し て執行い た しま し た 平 成 ２５ 年 度一般会計、国民健康保険特別 会計、後期 高齢者医療特別 会計、介護保険事業勘定特別 会計、介護保険介護サービス事業勘定特別 会計、 公共下水道事業特別 会計の 補 正 予 算 に つ き ま し て 御説明いたします。      承認第１号、平成２５年度川西町一般会計補正予算についてでございます。      まず、全体の概要を御説明します。７ページをお開き願います。      歳入面では、 地 方交付税９ ,６２ ２万７ ,０ ００ 円の増が あっ た こ と、事業実績に伴い ま す国庫支 出金１ ２ ２万９ ,０ ００ 円 の減、県支 出金４０ ５万２ ,０ ０ ０円の減及び町債２ ,４３０万円が減となりますが、歳出執行残等と合わせて財源調整として繰入金において４ ,９７９万円減額しました。      ８ページをお開き願います。      一 方、歳出面で は 、 ほ とん ど の費目で 事業の執行残に伴う減額補正 を 行い ま した が 、その減額補 正の財源調整と し て １億８ ,７１ １万１ ,００ ０ 円 を基金に積み立てることとし、総務費においては１億６ ,２６０万円の増となっております。      それでは、内容を説明してまいります。９ページを御覧ください。      歳入の部、款９ .地方交付税ですが、特別交付税の増により、９ ,６２２万７ ,０００円の増となっております。      款１３ .国庫支出金ですが、実績により補正を行うもので、主に自立支援国庫負担金等の減により、１２２万９ ,０００円の減となっております。      １０ページをお開きください。款１４ .県支出金ですが、実績により補正を行うもので、同じく自立支援県負担金等の減により、４０５万２ ,０００円の減となっております。      １ １ページを 御覧くだ さ い 。款１７ .繰入金では 、項 １ .基金繰入金にお い て 、地域集会所建設等補助事業の実績の減及び川西小学校建設工事に係る原資として学校施設整備基金の取り崩しを予定しておりましたが、当初予定していたものより充当率の高い起債の借り入れができたこと等により、４ ,９７９万円の減となっております。      款２０ .町債では、公営住宅の事業実績及び公共事業債、学校教育施設整備事業債等の減により、合計２ ,４３０万円の減額としております。  
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次に、歳出の部ですが、１２ページをお開きください。      先ほど全体概要の中でも御説明しましたが、款２ .総務費では、基金の積み増し、その他各種事業の実績見合いによる削減で、都合、１億６ ,２６０万円の増額としております。      １３ページを御覧ください。款３ .民生費では、身体障害者訪問入浴サービス等の 各種委託料や障害児通所給付費等の負担金の減、心身障害者医療費支 援費等扶助費の減、保育所運営助成 の減少に伴う助成金の減等に よ り、 ２ ,１ ３ ８万６ ,０００円の減となっております。      １４ページをお開きください。款４ .衛生費では、国保病院運営負担金、がん検診委託料やごみ処理委託料の減等により、１ ,０３６万円の減となっております。  １５ページを御覧ください。款５ .農商工業費では、唐院工業団地周辺整備関連設計・測量委託料、土地 改良補償費等の減等に よ り 、 ３ ,３１ １万６ ,０ ０ ０ 円の減となっております。  １６ページをお開きください。款６ .土木費では、橋梁長寿命化対策事業委託料、交通安全施設設置工事、公営住宅維持補修工事等の工事費の減等により、６ ,７１６万５ ,０００円の減となっております。      １７ページを御覧ください。款７ .消防費では、災害時の機器借料や県事業である自主防災訓練支援事業に採択された防災訓練委託料の減等により、８５万９ ,０００円の減となっております。  款８ .教育費では、英語教育支援員等の人件費等の減、式下中学校分担金の減等により、合わせて１ ,６８９万７ ,０００円の減となっております。  １９ページをお開きください。款１０ .諸支出金では、土地開発基金への繰出金の利子額の確定したことにより、２９万３ ,０００円の増となっております。      以上により、一般会計の歳入歳出につきましては、１ ,３１１万円の増額補正とな り 、 こ の結果、 平 成 ２ ５ 年 度 の 一般会計予 算総額は 、歳入歳出それ ぞ れ ６ １億３ ,５６１万３ ,０００円となります。      な お、 平 成２ ５ 年 度 一般会計の予 算 関係と して は 、報告 第 ３ 号 の繰越明許費繰越計算書の と お り 、民生費に お い て は子ど も ・子育て 支 援 制 度 に係るシステム構築事業費並 び に土木費に お い て は 、昨年 度 の国の緊急経済対策の 補 正 予 算 で採択さ れ ま し た 事業に係る 事業費、学校建設費の う ち屋内運 動 場 改築工事費等に つ いて 、 平 成 ２ ５ 年 度 分 の 事業費を明許 分 と し て 、財源と と も に繰り越し さ せ て い ただいております。      次に、承認第 ２ 号 、 平 成２ ５ 年度 川 西 町国民健康保険特別 会計補正 予 算に つ いてでございます。      こ れは 、歳出 に お い て は退 職被保険者等療養給付費等の減、歳入に お いて は 、これに伴う財政調整基金からの繰入金の減によるもので、歳入歳出それぞれ１ ,８９０万４ ,０００円の減となっております。      以上に よ り、 平 成 ２ ５ 年度同特別 会計予 算 の総額は、歳入歳出それ ぞ れ１ １億３ ,６７４万２ ,０００円となります。  
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    次に、承認第 ３ 号 、 平 成２ ５ 年度 川 西 町後期高齢者医療特別 会計補 正 予算 に ついてでございます。      こ れは 、歳入 に お い て は保険料の減、歳出 にお い ては 、 こ れ に伴う後期高齢者医療広域連合への納付金の減等によるもので、歳入歳出それぞれ４９３万８ ,０００円減となっております。      以上に よ り、 平 成 ２ ５ 年度同特別 会計予 算 の総額は、歳入歳出それ ぞ れ１億３３万円となります。      次に、承認第４号 、 平 成２ ５ 年度 川 西 町介護保険事業勘定特別 会計補 正予 算 についてでございます。      こ れは 、歳出 に お い て は、主に居宅介護サービス利用実績の減に伴う負担金の減等で 、歳入 に お い て は 、 こ れ に伴う国・県負担金等の減に よ る も の で 、歳入歳出それぞれ２ ,８６２万７ ,０００円の減となっております。      以上により、平成２５年度同特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ６億７ ,５０９万５ ,０００円となります。      次に、承認第 ５ 号 、 平 成２ ５ 年度 川 西 町介護保険介護サービス事業勘定特別 会計補正予算についてでございます。      こ れ は 、介護認 定 者の減に よる介護予防サービス計画費収入の減に よるも の で 、歳入歳出それぞれ７７万円の減となっております。      以上により、平成２５年度同特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億１ ,６７０万８ ,０００円となります。      次に、承認第 ６ 号 、 平 成２ ５ 年度 川 西 町 公共下水道事業特別 会計補 正 予算 に ついてでございます。      これは、歳入において一般排水量の増に伴う下水道使用料２８７万３ ,０００円の増に伴い、一般会計からの繰入金を同額の２８７万３ ,０００円を減額しています。      以上に よ り、 平 成 ２ ５ 年度同特別 会計予 算 の総額は変わらず、歳入歳出それ ぞれ３億２ ,７７３万２ ,０００円となります。      な お、報告第４号 の繰越明許費繰越計算書のと お り、昨年 度 の大和川 上流流域下水道事業の 補 正 予 算 で採択さ れ ま し た市町 村建設費負担金に つ い て 、 ２ ５ 年 度分の事業費を明許分として、財源とともに繰り越しさせていただいております。      続きま し て、 今 年 度 、 平成 ２ ６年 度 の 補 正 をさ せ てい た だ い た内容に つい て 御説明いたします。  承認 第７号 、 平 成 ２ ６ 年 度 川 西 町住宅新築資金等貸付事業特別 会計補 正 予 算 についてでございます。４ページを御覧願います。      こ れは 、 平成 ２ ５ 年 度 会計の償還収入 に歳入不足 が生じた た め 、平 成 ２６ 年 度か ら繰り 上 げ充用 によ り 補塡す る も の で、歳入歳出 をそれ ぞれ １ ,７７４万２ ,０００円増額しようとするものでございます。      以上により、平成２６年度同特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ２ ,５９７万９ ,０００円となります。  
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    以上が予算関係の説明でございます。      続きまして、専決いたしました条例について御説明いたします。      承認第８号、川西町税条例の一部を改正する条例についてでございます。      こ れは 、 地方税法 の 一 部が 改 正さ れ た こ と に伴い まし て 、 地 方 自治 法 第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分としたものでございます。なお、同条例の施行日は、平成２６年４月１日としております。      ３枚目「条例の概要」を御覧願います。右の欄の概要を御覧ください。      内容と い たし ま し て は 、町民税関係と し て 、優良住宅地 の造成等の た めの 長 期譲渡所得の軽減税率の適用期限の延長等、固定資産税関係としては、子ども・子育て支援新制度にかかわる非課税措置の創設等を行うものでございます。      次に、承認第９号 、 川 西町国民健康保険税条例 の 一部 を 改 正 す る条 例 につ い てでございます。      こ れは 、 地方税法施行令の 一 部が 改 正 さ れ たこ と に伴い ま し て 、地 方 自治 法 第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分としたものでございます。      なお、同条例の施行日は、平成２６年４月１日としております。      ３枚目「条例の概要」を御覧願います。右の欄の概要を御覧ください。      内容と し ては 、国民健康保険税負担の 公 平 の確保と中低所得層の税負担の軽減を図る た め 、課税限度額の見直 し 及 び税軽減対象世帯の拡大の た め の軽減判定所得基準の見直しを行うものでございます。      以上が専決処分の承認を求めるものでございます。よろしくお願いします。  議   長（松本史郎君）   町長の説明が終わりました。      日 程第 ８ 、専 決 処 分 の報告 に つい て は 、 地 方自 治 法第 １ ８ ０ 条 第１ 項 の規 定 により町長より説明があり、本件は報告事項でありますので、御了承願います。      日程第９より日程第１７の承認案についての審議に入ります。      質疑ありませんか。      芝議員。  11番 議 員 （芝  和也君 ）   それで は 、た だ い ま 専 決処 分承認 案 の 平 成 ２５ 年 度一般会計補 正 予 算 、それ か ら 、 ２ ５ 年 度 の後期 高齢者医療、 ２ ６ 年 度 補 正 で す が 、住宅新築資金等貸付事業特別 会計の 補 正 予 算 、それ と 、 条 例 で は国保税条 例 の４議 案についてお尋ねをいたします。      まず、 一般会計で す け れど も 、町 長 の 御説明の と おり 、 事業精算に よ るも の であります。特別交付税の額が９億６ ,０００万円ほど決まりまして、それが入ってき て歳入歳出それ ぞ れ差し引き し て整理 を し た と い う こ と で す 。歳出 の款別 で の整理 で す け れ ど も 、農商工費、土木費の と こ ら辺で は 、執行残、大体率で 言 う と２割近く が工事 関係の と こ ろ か ら 出 て き て い ま す 。 ま た 、 多 い と こ ろ で は４割近い 部 分 も あ り ま す け れ ど も 、 いずれ に し ま し て も 、 こ れ ら の整理 し た額を 足 し ます と 、大体１億円ぐら い に な っ て ま い り ま し て 、 今般、基金に積み立 て る額の半分近く に な っ て き て い ま す け れ ど も 、 あ る意味、結構なウエートを占め て い る とい うふう に 、ぱっ と見た目に は映り ま す が 、 こ の辺は 、 予 算 を積ん で い く 場合の
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戦術の 一 つ と し て こ う い う 予 算 の 立 て 方 を し て 、最後に精算 を す る 中 か ら基金に積み立 て て い く 、 こ う い う こ と で 処 理 を な さ っ て い る の か 、その辺はそう い う見方 でええの か 、 い や い や 、 こ れ は結果と し て こ う な り ま し た と い う こ と な の か 、その点をひとつ説明いただきたいと思います。  議   長（松本史郎君）   町長。  町   長（竹村匡正君）   予算を執行していく中での結果として余ってきたということでございます。      以上です。  議   長（松本史郎君）   芝議員。  11番議員（芝  和也君）   了解です。結果としてこうなったと。多い年も少ない年もいろいろ出るんですけども。      結局、 予 算全体と し て 、２ ５ 年度 の最後に精算 し て、余剰金部 分を基金に積んでいく、こういう処理はずっと一連の流れですから、従来からそうなんですけれども。      それで 、 一般会計総額の、 今 回で 言 う と率で大体１５％ぐら い が基金の積立額ということになってきています。それで見るまで、予算の支出の項でいろいろ使っていく、基金積み立ても支出の項でそれだけ出していく、こういうことでありますが、それだけ積んでいけるということは、体力的には結構あるように思います。余力、体力、その辺は町財政としてはあると見ていますけれども、それは同様に体力があるというふうに御覧になっていますか。その辺の見方について、認識を聞いておきたいと思います。  議   長（松本史郎君）   町長。  町   長（竹村匡正君）   先ほどの一般質問の件でもいろいろお話がありましたとおり、今後何もしなければ、将来町の人口が減少し、税収も減少していく可能性もございますので、必要のない事業等についてはやらない、もしくは極力支出を抑えながら事業を執行していくということに努めておりますので、結果的に基金に積み増しする額が多かったんですが、将来、万一税収が減少したときの備えとして、貯められるときに貯めておこうというのが本心でございます。  以上です。  議   長（松本史郎君）   芝議員。  11番議員（芝  和也君）   続きまして、２５年度の後期高齢者医療会計であります。      こ れは 、保険料収入 が減っ て の補 正 と い う こと で あり ま す 。発生の要因を担当部局で聞いておりますと、それだけ所得の低い人の層が増えたので、保険料が減ってると。要するに、徴収が滞って減ってるというのではなくて、保険料そのものの算定が、所得の低い人が増えてるから保険料収入が落ちている、こういうのが発生のメカニズムであります。      で すか ら 、徴収率の問題と は違うわけ で あ りま す ので 、そう い う発生のメカニズムを町としてはどう受けとめていくのかというのは、これからのそういう分野の施策に大分左右される問題というふうに思っているんですけれども、その辺、所得
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の低い人が増えてるから、それだけ保険料収入も落ちたという現象を、一定メカニズムとして町長はどういうふうに受けとめておられますか。その辺の御所見をお聞きしたいと思います。  議   長（松本史郎君）   町長。  町   長（竹村匡正君）   本件につきましては、福祉部長からお答え申し上げます。  議   長（松本史郎君）   福祉部長。  福祉部長（下間章兆君）   ただいまの芝議員からの御指摘ですけれども、いわゆる後期高齢者、７５歳以上の方ですけれども、本町におられる方の所得の状況が、当初後期広域連合で設定した保険料率等に照らし合わせますと、御指摘ありましたように、軽減対象の方が多かったということで、徴収率が落ちたのではなくて、結果的に徴税額が落ちて、保険料収入が減ったという形です。      後期の ほ うで もそれ な りの 、９割軽減で あ りま す とか ５割軽減とい う よう な形で低所得者に対して軽減策をとっておりますので、その辺につきましては、被保険者の方の負担にならないような形での対応は国の施策としてもとられるのではないかなというふうに考えておりますので、町単独でのその辺の施策的なものについては、今のところは必要ではないのかなというふうに考えております。  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   芝議員 に 申し 上 げ ま す 。一括質疑に な っ て おり ま すの で 、質疑のほうは簡単明瞭に一括でお願いいたします。  11番 議 員 （芝  和也君 ）   あ と、 ２ ６年 度 の住新、国保税条 例 、 こ れ を一括でお尋ねいたしますので、お答えをよろしくお願いいたします。      その前 に 、２ ５ 年 度 の後期 高齢者 で す け れ ども 、 今、福祉部 長 のほ う から答えがありましたように、制度的な問題というよりも、いわゆる所得状況がそういうふうに置かれているから、保険料が落ちるというのが本町の実情だと、そういう答えでありました。      で すか ら 、町 長 御 自身のと ら まえ方 と し て 、視点の持ち 方 と し て、住民の 皆 さんの経済状況で今後起こり得る社会経済状況からして、やっぱり一定の社会の仕組みがそうなってるから、それにどう応えていくかという視点は持っていかなければいけない、そう提起されてる、課せられている問題だと思いますが、その辺、どういうふうに踏まえておられるのか、町長の御所見をお伺いしたいと思います。      続きまして、一括で全部聞いておきます。      ２ ６年 度 の住宅新築資金の 補 正で あ り ま す 。こ れ は、従前 か ら繰り返され て おりますように、この２６年補正で言いますと、２５年度で１ ,８００万円の歳入不足があったので、それを２６年度から繰り上げ充用して、足らずまいの穴埋めをする、こういう手続のための予算案ということであります。      で すか ら 、こ の う て返しをずっと続け て き てい る とい う こ と で あり ま すが 、承知のとおり、当該年度、２５年度では、１年以上滞っている長期の滞納の皆さんの動きは１件もありませんでした。２５年度会計で歳入不足、収入が不足しますので、それを２６年度から前年度に繰り上げ充用するという、自治法上はそれでよしという策になっていますので、それを取り入れてやっていますけれども、通常のやり方
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で言いますと、翌年度からの繰り上げ充用というのは、普通はこんなことはしませんから、そういう点で言うと、会計を回していく上では、結構もう無理が生じてきているのではないか。だから、苦肉の策としてこういうやり方をしているということになっていると思いますけれども、その辺、無理が生じてきてるな、翌年度から繰り上げ充用せんと歳入不足が埋まらへんなと、こういうことをどう受けとめておられるか。いやいや、これは正常でっせということで認識なさっているのか。その辺の認識についてお伺いしたいと存じます。      最後、国保税条 例 で す 。こ ち らは 、 地 方税法施行令と か 、その辺の 法 改正 に よっての最高限度額の引き上げということであります。説明では、天が詰まってるのを引き上げるということでありますから、中間所得層、その辺の負担の軽減緩和策という説明も出ていました。      と いう こ とで あ り ま す けれ ど も、担当 に伺って い ます と 、影響がど う なる の かというシミュレーションが実はできていないということでありました。事を決めるのに、普通、こうしたらどのくらいの影響が出るんやろう、天を上げるから中間層を緩和していく、そういうために施策を打っていこうということでやろうと思ったら、これを実施したら、どれくらい影響が出るやろうと、普通はその辺を見て、これで行こうと決めると思うんですけれども、今のところ、システムの運用上、実はシミュレーションができないということでありました。      普通はシミュレーションし て 、ど う い う影響が 出 るや ろ う と い うの が気に な ると思いますが、その辺、町長はいかがお考えでありますか。      国保税条 例、それ か ら住宅新築資金、そし て先ほ どの後期 高齢者の 御答弁、 よろしくお願いいたします。  議   長（松本史郎君）   町長。  町   長（竹村匡正君）   まず、国民健康保険特別会計補正予算の件で、置かれている所得状況が低いので保険を利用しない方が増えてきているという意味合いでよろしいんでしょうか。  （ 「保険料収入 が落ち た ん で す け ど 、その落ち た原因は 、所得が低い か ら保険料が低くなったから、もともと予定していたよりも収入が落ちた。だから、徴収率が落ちて収入が落ちたというのと違って、所得が低いから、保険料の調定そのものの額が減ったので、もともとよりも落ちた。そこに原因がある。だから、そうやって所得の低い人が増えているという状況、この地域のメカニズムを町長としてシビアに受けとめて、一定の政策に生かしていくために見ていかんとあかんのではないか。その辺、どう受けとめられますかということです」と芝和也君呼ぶ）      その件 に 関し ま し て は 、地域の状況、 高齢の方 が増えて き て い ると い う状況もございますし、それによって、今までであれば会社勤めなどをしておって収入があったところが、年金収入のみになってきたというところもございますので、これはもうやむを得ない状況かなと。      一 方で 、 高齢の 方 は現役世 代 と比較し て 、それ ま でに蓄積さ れ た貯蓄もあ る ことかもしれませんので、それはもうやむを得ないことなのかなと思っておるところ
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でございます。      次の住宅新築資金の 件 です が 、こ の繰り 上 げ充用 とい う取り扱いに つ いて の 認識ということでございますが、特殊な対応ではございますが、会計処理上は問題ないと考えております。      最後の国民健康保険税条例 の 一部 を 改 正 す る条 例 、シミュレーションをせずに対応しているということでございますが、こちらにつきましては、国の地方税法施行令の一部が改正されたことによる対応でございますので、特に町のほうで独自にやるものでございませんので、シミュレーションは必要でないと考えておるところでございます。      以上です。  議   長（松本史郎君）   芝議員。  11番議員（芝  和也君）   住宅新築資金ですが、対応としては特殊やというふうに見ておられるということでありました。会計処理上は問題ない。処理上の問題は聞いていませんけれども、特殊な対応ということでは、そう思っておられるようであります。      ２６年度積み増したことによって、２ ,６００万円ぐらいの額になりました。当初予算は、大体年間に返済するのが７００万円ぐらいですので、２６年３月の予算議会では、返済のための予算を起こしています。歳入不足を今回２６年度から入れて積み増したことによって、１ ,７００万円に７００万円ほど足すから大体二千五、六百万円と、そういう会計なんですけれども、７００万円返すんやったら、７００万円収入があったらそれで返せますけれども、不足額が、この議案に出ていますように、１ ,８００万円不足しているということは、過去からのうて返しの積み増しがそれだけずっと来ているという状況です。ですから、うて返してる間はどこからも税金は出ていません。これは予算ですから、今度１ ,７００万円積み増しするけど、翌年度から繰り上げ充用するというて歳出で１，７００万円出しますけども、入りも１ ,７００万円入ってくる予算を立てています。これは予算やから、そうやって立てますけど、実はそれが入ってこないから、また来年も翌年度から足らずまいを埋めんならん。この繰り返しの、いわゆる自転車操業になっているというのが実情です。      そうい う点で 言 う と 、 これ は もう普通と違う特殊な状態や と 町 長も お っしゃっているわけですから、そういう点では、こういう状態になって、今資金繰りをして回してますねんということで、やっぱり住民の皆さんにこの会計についてきちんと説明し、納得と合意を得る、そういう努力を執行者としてはしていく必要があるのではないか。しかるべき時が来たら説明をするというのが町長のお答えでありますけれども、会計処理の実情はそういうふうになっています。会計処理上のルールから言うと、別に問題なく、これを処理してええということですから、できますけれども、そういう特殊な対応というやり方でやっているわけですから、その辺はいかがお感じになっているのか。やっぱり説明が要るのではないかと考えますが、その点について町長のお考えを改めてお聞きしておきたいと存じます。  
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    それか ら 、国保税条 例 のほ う は、国の 法 の 改定 で 、町 で や る の と違う から問題ないということでありました。今度のことで言いますと、限度額いっぱいの世帯に影響が出るだけです。うちの場合、所得はないけれども資産がぐっとあって、それで国保税の限度額まで達しているという方はおられませんから、そういう点で言うと、資産だけ持っていて、所得がないのに負担がぐっと上がるということにはつながらないのが現状であります。いずれにしても、税金の中身、徴収の額を改めて始めようということでありますから、その改める内容は、国の法律が変わって、それに基づいてということでありますけれども、執行するのは市町村ということでありますから、やっぱり町としてはシミュレーションをきちんとして、影響を把握した上で仕事をしていく、これがあってしかるべきではありませんか。      こ の国会通過は ３月２ ０日ぐらい で す か 。システムの状態、７自治体で１ つ にしている、あれの関係ですから、もう６月の頭ということで、３カ月強、そういう状態が続いてきているということなので、この７団体は皆同じ状態でやっているのかもわかりませんけれども、そこら辺、私はうち以外の関係の団体には実情を聞いていませんので知りませんが、そういうことですので、その辺、やっぱり執行者としては、視点の持ち方、シミュレーションをして、住民の皆さんにどう影響が出るのか、これは踏まえておくべきではないかと存じます。      その辺、重ねて町長のお考え、認識をお聞きしておきたいと存じます。  議   長（松本史郎君）   町長。  町   長（竹村匡正君）   住宅新築資金の件ですが、特殊な状態とは認識しておりますけれども、まだ滞納者に対しての督促も行っておる状況でございまして、まだ最終的に結論が出たわけではございませんので、今までどおりの対応としていきたいと考えております。      さ らに 、国民健康保険税の 件 でご ざ い ま す が、 数 年後に は県の広域化も控えておる状況でございまして、その時点でしっかりとシミュレーションをしていく考えでございますので、今回については国からの対応でやっておる、また、影響も少ないということで、あえてシミュレーションは行う必要はないと考えております。      以上です。  議   長（松本史郎君）   ほかに質疑ありませんか。             （「なし」と呼ぶ者あり）  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   質疑が な いよ う で す の で、質疑を終わり 、 これ よ り討論に入ります。      討論ありませんか。      芝議員。  11番 議 員 （芝  和也君 ）   それで は 、今般提 出 の承認 第 １号 、 平 成 ２ ５年 度 川西 町 一般会計補 正 予 算 の 専 決 処 分 に つ い て よ り 、承認 第９号 、 川 西 町国民健康保険税条例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 専 決 処 分 に つ い て ま で の９本 の承認 案 に対す る討論を行います。      態度表明とい た し ま し ては 、７号 の 平 成 ２ ６年 度 川西 町住宅新築資金等貸付事
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業特特別 会計補 正 予 算 の 専 決 処 分以外の 予 算 補 正 並 び に 条 例 改 定 は賛成 、７号 は反対の立場からのものであります。      まず、 一般会計並 び に特別 会計の ２ ５ 年 度 の各 予 算補 正 で あ り ます が 、いずれの 議 案 も ２ ５ 年 度 の 事業精算 に よ る執行 予 算 の整理 で あ り ま す 。 一般会計で は 、精算後の余剰金を基金に積み増す 処 理 で あ り ま す が 、結果的に は体力 にそれ だ け余力 を持っ て い る と見て と れ る内容で あ り 、 町 長 は不測の 事態に備え、将来に備える 、 こ う い う こ とで あ り ま し た 。 予 算の使い道と し て は 、将来の備えと同様 に、日常の経常的な暮ら し応援 の取り組みの強化に 出 動 で き る状況で あ り ま す か ら 、そう い う点で は 、ハード面に対す る資金繰り の計画同様 に 、 今 日 の経済情勢に応えるべく 、継続的な住民施策に 一般財源を し っ か り と充当 さ せ な が ら 、 人口動態か ら 予測さ れ る 人口減少社会 を き ち ん と見据えた計画と体制 を確保す る よ う求めるものであります。      各特別 会計の 補 正 で あ りま す が、 今 も 議論を重 ね まし た よ う に 、所得の減少によ る歳入減に起因する減額補 正 が始ま って い ま す 。 今後、消費税率が引き 上 が り、年金受給年齢が後退 し 、給付額が減少す る こ と が 一層鮮明に な っ て き て い る 今 日の状況か ら し て 、 今後、経済負担が住民の 皆 さ ん の肩に 重 く か ぶ っ て く る こ と がま す ま す増し て い く 、そう い う傾向に あ るわけ で す の で 、 こ れ か ら の経済状況を見た 場合、そう い う 動 き が 間違い な い こ と は疑い よ う が あ り ま せ ん 。 と い う こ とは 、 地 方 自 治体と し て果た すべき役割は 、 町 長 が就任以来、常々お持ち の 、住民の 皆 さ ん の暮ら し を応援 し て い く 、そう い う視点に し っ か り と 立 っ て 、 今後の財政出動計画をきちんとなされんことを重ねて求めておくものであります。      次に、専決の町税並びに国保税の条例案２本についてであります。      今般の 改 定は 、 いずれ も地 方税法等の 改 正 によ る もの で あ り ま して 、それ に準じた 関係す る 条 例 の整備に な り ま す 。 町税条 例 で は 、新た な住民負担に 直接結びつ く内容は あ り ま せ ん 。国保税条 例 は 、保険税の最高限度額の引き 上 げ に よ り 、こ れ ま で の７７万円 か ら ８ １万円への４万円引き 上 げ と 、保険税の軽減対象者 の要件 を緩和し 、該当 世帯を拡充す る内容で あ り ま す 。保険料率の引き 上 げ等々の取り組みで は あ り ま せ ん が 、最高税率の引き 上 げへの影響がシミュレーションでき て い な い と い う状況で あ り ま し た 。 町 長 は問題 な し と い う こ と で あ り ま す が 、能力 の あ る と こ ろ に負担を求め 、底辺を生か し て い く と い う の が 、 こ の 提 案 の とき の先ほ ど の説明で あ り ま す 。 な ら ば 、それ はそれ と し て 、生じる影響を見据えて 、それ を生か す こ と が あ っ て し か るべき で あ り ま す し 、そう し た こ と を見極める に は 、 当然、 ど の 程 度 の影響が生じる か は つ か ま な け れ ば 、状況を把握で き ないことは明瞭であります。この点では、意識の欠落を指摘せざるを得ません。      法律改 正 によ る取り組みと は いえ、安易に 条例 に連動 さ せ る の では な く、執行す る 当 事 者 と し て 、影響等も き ち ん と掌握し た 上 で実行 し 、 あ く ま で住民の 皆 さんの目線に立って執務に当たられんことを重ねて求めておくものであります。  以上が賛成の立場からのものであります。  次に 、反対の 立 場 か ら の ２ ６ 年 度 の住宅新築資金等貸付事業特別 会計に つ い て
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であります。  こ れ は 、 ２ ５ 年 度 の歳入不足 を 処 理 す る た め の 手続を負う も の で あ り ま す が 、本来は単年 度 で き ち ん と 処 理 が で き て い て 当 た り 前 で あ り ま す し 、 本 町 が銀行 に行 う返済残か ら し て 、貸付金の 回収が 順 当 に進ん で い れ ば 、十分 に 当該年 度 の 会計で 処 理 で き る状況に あ る 時 期 に来て い ま す 。 と こ ろ が 、翌年 度 か ら の繰り 上 げ充用 が必要と い う こ と 自体、既に 変 則的な状況に な っ て い るわけ で あ り ま し て 、町 長 御 自身も特殊な状況と い う こ と は 認識さ れ て い る よ う で あ り ま す の で 、その処 理 に つ い て 、 な ら ば実情を き ち ん と住民の 皆 さ ん に お示し を し 、 理 解 と納得を得る 、そう い う努力 を し た 上 で取り組むべき 会計処 理 と心得ま す 。 こ う し た 一連の 手続を負お う が負う ま い が 、 事 務 処 理 の 手続に 変わり が生じる こ と は あ り ま せんが、町長は、これが筋道だとはお感じになりませんか。      いずれ に しま し て も 、 こう し た手 順 を踏むこと な く進め る 会計処理 を承服す るわけ に は ま い り ま せん の で 、 こ の承認 案に つ き ま し て は反対す る も の で あ り ま す。      以上、９本の承認案に対する賛否それぞれの立場での討論を終わります。  議   長（松本史郎君）   堀議員。  ２番議員（堀   格君）   堀でございます。時間がありませんので、簡単に、各議案につきまして賛成の立場で討論させていただきます。  一般会計から特別会計、それぞれ健全な措置がされているというふうに思いますので、全て賛成をいたします。      その中 で 、同僚議 員 か ら意見があ り ま し た住宅新築資金等貸付事業特別会計でありますが、担当のほうで回収により努めておられるということでございますので、現段階では適正な措置というふうに思います。      それか ら 、国民健康保険税条 例の 一 部 改 正 でご ざ いま す が 、 私 は民間 出身で ありますから申し上げますけれども、何でもかんでも詳細に調べたらええというものでもありませんので、影響が軽微なものはある程度割愛しなきゃ、１００名足らずの役場で何でもかんでも詳細に調べる必要はないと私は思いますので、そこは適当に町長の采配でやっていただいたら、それでいいんじゃないかというふうに思います。  各議案に賛成でございます。  議   長（松本史郎君）   ほかに討論ありませんか。             （「なし」と呼ぶ者あり）  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   ほ かに討論が な い よ う です の で、討論を終わり 、 これ よ り採決に入ります。  お諮りいたします。  承認第１号から承認第６号までの６議案について、原案どおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。             （挙手する者あり）  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   賛成全員 によ り 、 各 案 件は 、原案 ど お り承認す る こと に 決しました。  
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    次に、承認第７号 に つ いて 、原案 ど お り承認す る こと に賛成 の 方の 挙 手を求めます。             （挙手する者あり）  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   賛成多 数 によ り 、 本 案 件は 、原案 ど お り承認す る こと に 決しました。      次に、承認第 ８ 号 よ り承認 第９号 ま で の ２ 議案 に つい て 、原案 どお り承認 す ることに賛成の方の挙手を求めます。             （挙手する者あり）  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   賛成全員 によ り 、 各 案 件は 、原案 ど お り承認す る こと に 決しました。  お諮りいたします。      次に、 日 程第 １ ８ 、 議 案第 ２７号 、 平 成 ２ ６年 度 川西 町 一般会計補 正 予算 に つい て よ り 、 日 程 第 ２ ８ 、 議 案 第 ３７号 、 川 西 町 立 川 西幼稚園預か り保育条 例 の 制定 つ い て ま で の １ １ 議 案 を 一括議 題 と い た し た い と 思 い ま す が 、 こ れ に 御 異 議 ございませんか。             （「異議なし」と呼ぶ者あり）  議   長（松本史郎君）   異議なしと認め、一括議題といたします。      議案の朗読を省略し、町長より提案理由の説明を求めます。      町長。  町   長（竹村匡正君）   議案第２７号から議案第３７号までの平成２６年度の一般会計、水道事業会計の 補 正 予 算 並 び に 条 例 の 改 正 及 び 制 定 に つ い て 御説明い た し ます。      まず、議案第２７号、平成２６年度川西町一般会計補正予算についてでございます。５ページを御覧ください。      歳入の部といたしまして、川西幼稚園における預かり保育の手数料、文化活動チャレンジ事業県補助金、 自 治総合センターコミュニティ助成金及 び繰越金の増が見込めることにより、１ ,３２５万３ ,０００円の増額をお願いするものです。      歳出の部については、６ページをお開きください。      款２ .総務費におきまして、町民等の意見を広く聴取し、政策に生かすためのコーディネーターの設置、組織改 正 に伴う 事 務機器整備等に よ り 、 １４３万円 の増額をお願いするものです。      款３ .民生費におきまして、公用車の維持管理費に関する経費の２６万８ ,０００円の増額をお願いするものです。      款７ .消防費におきまして、ハッピータウン自治会において自主防災組織が設立さ れ た こ と に よ る 補助金に係る経費の ２ ０万円 の 追 加 を お 願 い す る も の で ご ざ います。      ７ページを御覧ください。款８ .教育費  項４ .中学校費におきまして、式下中学校プール施設の 改 修 及 び柔道場耐震改 修工事設計業務委託等に伴う 川 西 町 分担金３ ８９万６ ,０ ０ ０円 の 追 加 を お 願 い する も の で ご ざ い ま す。 項 ５ .幼稚園費に お
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きましては、預かり保育開始のためのアルバイト賃金４０万８ ,０００円の追加をお願いするものでございます。項６ .社会教育費におきまして、自治総合センターコミュニティ助成金の交付決 定 に伴う 公 用車購入 及 び県補助金交付決 定 に伴う 川西 町芸術イベントの開 催経費、合わせ て６７２万円 の 追 加 をお 願 い す る も の で す 。項７ .保健体育費におきまして、川西小学校学級数増に伴う給食関連消耗品、食器保管庫購入に要する経費として３３万１ ,０００円の追加をお願いするものです。      以上によりまして、歳入歳出それぞれ１ ,３２５万３ ,０００円の増額補正をお願い す る も の で ご ざ い ま す 。 こ れ に よ り 、 平 成 ２ ６ 年 度 の 一般会計予 算 の総額は 、歳入歳出それぞれ３４億４ ,１９４万４ ,０００円となります。      次に、議案第２８号、平成２６年度川西町水道事業会計補正予算についてでございます。      収益的支出につきまして、水道料金管理に係る損害賠償に関する弁護士委託料に要する経費の１９４万４ ,０００円の増額補正をお願いするものです。      以上が平成２６年度補正予算関係であります。      続きまして、条例の一部改正等、予算外の議案等について御説明いたします。      議案第２９号、町長の専決処分事項に関する条例の一部改正についてでございます。１枚おめくりください。      これは、議決を経た工事請負契約の変更契約額に上限を設定するもの、及び速やか な被害者救済を図る た め に 、少額の損害賠償に 関 す る 専 決 事 項 の 追 加 を 行 う ものです。      次に、議案第３０号、川西町情報公開条例の一部改正についてでございます。１枚おめくりください。      これは、独立行政法人及び地方独立行政法人を川西町情報公開条例の適用対象とするものでございます。      次に、議案第３１号、川西町個人情報保護条例の一部改正についてでございます。１枚おめくりください。      これは、統計法が全部改正されたことにより、引用条項等規定の条文を整理したものです。      次に、議案第３２号、昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び賠償責任に基づく債務 の免除に 関 する 条 例 の廃止に つ いて で ご ざ い ま す 。 １枚お め く り く だ さ い 。      これは、目的を達成し、不要となった条例の再整理をしたことにより、条例を廃止するものです。      次に、議案第３３号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてでございます。１枚おめくりください。      これは、職名が「学校給食センター運営協議会」から「学校給食運営協議会」に改められたことにより、別表の表記を同様に改めたものでございます。      次に、議案第３４号、川西町税条例の一部改正についてでございます。１枚おめくりください。      これは、地方税法の一部改正により、町民税の法人税割の利率の引き下げ及び軽
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自動車税の税率の引き上げ等を行うものでございます。      次に、議案第３５号、川西町火葬場条例の一部改正についてでございます。１枚おめくりください。      これは、川西町火葬場のうち梅戸火葬場の廃止に伴い、同火葬場に関する項目を削除するものでございます。      次に、議案第３６号、川西町自家用有償バス事業に関する条例の制定についてでございます。１枚おめくりください。      これは、川西町において必要不可欠となっている交通空白地域・不便地域における交通弱者 の生活交通手段の確保に 関 し て 、現在実証運 行 を 行 っ て い るコミュニティバスを 受益者負担の観点か ら有料化を 行 い 、 長 期的に維持・確保を図る こ とを目的に条例を制定するものでございます。      次に、議案第３７号、川西町立川西幼稚園預かり保育条例の制定についてでございます。１枚おめくりください。      これは、幼児の健やかな成長と保護者の子育て支援を図ることを目的として、川西幼稚園に お い て預か り保育を実施す るた め に 条 例 を 制 定 する も の で ご ざ い ま す 。      以上、よろしくお願いします。  議   長（松本史郎君）   お諮りいたします。   ただいま説明のありました日程第１８、議案第２７号、平成２６年度川西町一般会計補正予算についてより、日程第２８、議案第３７号、川西町立川西幼稚園預かり保育条例の制定についてまでの１１議案につきましては、１３日に審議したいと思いますが、これに御異議ございませんか。          （「異議なし」と呼ぶ者あり）  議   長（松本史郎君）   異議なしと認め、１３日に審議を行います。      次に、 日 程第 ２９、同意第 ２ 号、 川 西 町固定資産評価審査委員 会の委員の 選 任についてを議題といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。             （「異議なし」と呼ぶ者あり）  議   長（松本史郎君）   異議なしと認め、議題といたします。      議案の朗読を省略し、町長より提案理由の説明を求めます。       町長。  町   長（竹村匡正君）   同意第２号、川西町固定資産評価審査委員会の委員の選任についてでございます。  現在お 願 い し て お り ま す杉岡良宏氏の 任 期 が満了と な り ま す の で 、引き続き お願いしたいと考えております。      よろしくお願いします。  議   長（松本史郎君）   ただいま説明のありました同意第２号について、質疑ありませんか。             （「なし」と呼ぶ者あり）  議   長（松本史郎君）   質疑がないようですので、討論を省略し、採決いたします。      お諮りいたします。  
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    同意第 ２ 号、 川 西 町固定資産評価審査委員 会の委員の 選 任 に つ いて 、原案 ど おり同意することに賛成の方の挙手を求めます。             （挙手する者あり）  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   賛成全員 によ り 、 本 案 件は 、原案 ど お り同意す る こと に 決しました。      以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。      本日の会議は、これをもって散会といたします。      なお、明日より１２日までは休会とし、１３日午前１０時に再開いたします。      本日は、長時間どうもありがとうございました。  （午後１時０６分  散会）  
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平成２６年川西町議会第２回定例会会議録 (再 開) 

 招集年月日   平成２６年 ６月１３日  招集の場所   川 西 町 役 場 議 場  開 会        平成２６年 ６月１３日   午前１０時 宣告  

出 席 議 員 １番 勝島 健  ２番 堀  格  ３番 伊藤彰夫  ４番 石田三郎  ５番 今村榮一  ６番 松本史郎  ８番 森本修司   ７番 寺澤秀和   ９番 杉井成行  10番 中嶋正澄  11番 芝 和也  12番 大植 正 
 

欠 席 議 員          

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 
町 長 竹村匡正           副町長 森田政美   教育長  山嶋健司          理事兼総務部長 河井美樹   会計管理者 寺澤伸和        福祉部長 下間章兆  産業建設部長 松本雅司      教育次長  栗原 進  水道部長心得 福本哲也  総務課長 奥 隆至        財政課長 西村俊哉   まちづくり推進課長 安井洋次    監査委員 木村 衛  本会議に職務のため出席した者の職氏名 議会事務局長 髙間隆弘     モニター係 飯田浩之  本日の会議に付した事件   別紙議事日程に同じ     会議録署名 議員の氏名   議長は会議録署名議員に次の２人を指名した  ５番  今村榮一  議員 ６番  松本史郎 議員     
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川西町議会第２回定例会（議事日程） 

   平成２６年６月１３日（金）午前 10 時 00 分再開 
   日程 議案番号 件           名             第１ 議案第 27 号  質疑・討論   ～ 議案第 37 号             採決           （追加日程）        第２ 発議第２号 「手話言語法」制定を求める意見書について       第３ 発議第３号 特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書について       第４ 発議第４号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書について    第５ 発議第５号 取調べの全過程の可視化と検察手持ち証拠の全面開示を求める意見書について       第６ 発議第６号 集団的自衛権行使容認の白紙を求める意見書について    第７ 発議第７号 窓口負担の無い、中学校卒業迄の子どもの医療費助成制度の創設を求める意見書について    第８ 発議第８号 子どもの医療費助成制度を通院も中学卒業まで拡充するとともに、窓口無料とすることを求める意見書について                                                                               
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（午前１０時００分  再開）  議   長（松本史郎君）   皆さん、おはようございます。   ただいまの出席議員は１２名で、定足数に達しております。よって、これより本会議を再開し、直ちに本日の会議を開きます。   本日の議事日程は、開会初日に決定したとおりであります。過日、当局より提案説明が終わりましたので、これより審議に入ります。   議案第２７号、平成２６年度川西町一般会計補正予算についてから、議案第３７号、川西町立川西幼稚園預かり保育条例の制定についてまでの１１議案について、質疑ありませんか。   １１番  芝和也君。  11番議員（芝  和也君）   それでは、過日本会議で説明のありました議案第２７号、平成２６年度川西町一般会計補正予算についてから、議案第３７号、川西町立川西幼稚園預かり保育条例の制定についてまでの各議案の中で、２７号、２６年度の一般会計補正予算、それから、３４号、町税条例、３６号、川西町自家用有償バス事業に関する条例、この３議案についてお尋ねをいたします。      まず、一般会計補正についてです。      こ の中 で 、町 長 が肝い りでポストを置い て はり ま すコーディネーターさん 、 これの雇い入れの補正が組まれています。これは３月の予算議会の段階では全くなかった話で、年度末になってポッと湧いて出てきた話でありまして、我々議員に対しては、ちょうど小学校の入学式の４月８日に皆が顔を合わせますので、そこで説明を伺った、こういう内容であります。そのときも我々サイドから否定的な声も上がっているのは御承知のとおりであります。      町 長の懐刀と し て は 、 副町 長 を初 め幹部 職 員がずらっ とそろ っ てお ら れるわけでありますし、町全体の各種各層の皆さんの声をできるだけ拾っていくためにということで、そのポストを置いてはるわけですけれども、理由はいずれにせよ、町長の必要やという判断でこのポストを設置しておられます。極端に言わはる人の中には、そのことを公費で小遣いをやってはんねんというふうに、やゆするような内容で言われる方も中にはおいでであります。いずれにしても、それらの背景には、町長の後援者としておられる方がコーディネーターということでこのポストに就いてはるということがあって、そういう声にあらわれてくるのであろうと、こういうふうに思います。      町 長の掲げて お ら れ るビジョンを や っ て い くた め に全体の声を捕捉し てい こ うと思えば、全職員がきちんと配置されているわけですので、町の組織をフルに活用して、総動員して捕捉していくことは全く不可能ではない話だと私は感じているところであります。そして、わざわざこういうポストを置くということで言うならば、そういう声の捕捉という側面よりも、やっぱり今の状況からして、住民の皆さんの暮らし向きというのはなかなか厳しい側面が大変あるわけですから、そういう困っておられる皆さんの相談相手として、その解決に向けて一緒に手だてを打っていく、そういう機関を設置していく、その窓口として働かせていってはどうか、かように
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考えるわけでありますけれども、そこら辺、前年度に続いて新年度も補正を組まれて、１年このポストを置くということでありますが、町長御自身、今の話に関していかがお考えになるか、お尋ねをいたします。  議   長（松本史郎君）   町長。  町   長（竹村匡正君）   私が就任してから、就任する前からも、住民の皆さんの声を幅広く聞い て 町 政 に生か す と い う こ と を掲げ て ま い り ま し た 。 議 員 が お っ しゃって い ま す よ う に 、 職 員 の 皆 さ ん も お り 、 各種団体も お り 、そう い っ た 皆 さ ん か ら声を拾い 上 げ て い け ば 、意見を聞い て い け ば 事 足 り る の で は な い か と い う お 話 でご ざ い ま す が 、 当然、 議 員 の 皆 さ ん 、 各 自 治 会 の 会 長 の 皆 さ ん か ら意見を聞く とい う こ と を主体に し な が ら 、 さ ら にそれ で捉え切れ な い と い い ま す か 、届い て いな い意見を 町声コーディネーターと い う 第三者的な 立 場 の 人 間 を置い て拾い 上 げていきたい、こう考えておるところでございます。      生活相談に関 す る 件 と いう お 話で ご ざ い ま すけ れ ども 、消費生活相談とい う形で 別 に聞く機会 も設け て お り ま す 。それ と は 別 に幅広い意見を住民の 皆 さ ん か ら拾い 上 げ て い く と い う 上 で も 、 こ う い っ た形が必要で は な い か と い う こ と で 、 もう１年対応させていただきたいと考えておるところでございます。      以上です。  議   長（松本史郎君）   芝議員。  11番議員（芝  和也君）   昨年も１２月議会ですか、同様の趣旨の質問をさせてもらいました。今お述べの内容で、設置についてはお答えであるわけであります。町内の事情にしろ、地域の実情にせよ、就任当初、右も左もそんなにつぶさには把握していないというのは、それは当然あってしかるべきであると思いますが、それをフォローして支えていくというのが、副町長を先頭として町長事務部局におられる職員の皆さんがきちんと配置されているわけであります。      大事な こ とは 、 町 長 が掲げ るビジョンを進めて い くと い う こ と で政 治判断を していく、量的にも方向的にもそこを見極めていくというのは町長の仕事になろうかと思いますが、仕事はやっぱりこれまで蓄積してきたノウハウを十分に備えている職員みんな、関係者みんなが、それはそれできちんと配置されているわけですので、そこら辺を存分に発揮して、町長が相談するべき、投げかけるべき相手というのは住民になってくると私は思います。      で すか ら 、こ れ が と て つも な く広い 、大き な町域とい う こ と に なっ て まい り ますと、それはなかなかすぐにはいきませんけれども、幸か不幸か、川西町は、住民の皆さんの人口にしても地域の面積にしても、非常に小ぢんまりとまとまっているわけですから、そこは有効に働いて、うまく活用していける、町長がいろいろ声を捕捉していく、そして自分のビジョンを語っていく、みんなでまちをつくり上げていくということには意思の疎通が十分に果していける、そういうまちだというふうに私は思っております。その辺、町長御自身は、引き続きもう１年、幅広く声を捕捉するためにこのポストを置くということでありますけれども、そういった意味では、町長が若さと行動力で町政に新風を吹き込んでいく、やっぱり町長がかわって
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町が変わったなと言われるゆえんというのは、能動的に町長が動いて、今までにない町の機能をフルに発揮して、みんなの声を捕捉し、住民とともに相談し、手を携えながら進めていく、そういうまちづくりではないかと存じます。      そうい う観点で も 、 改 めてその辺、設置の し直 し につ い て の考えは あ りま せ んか。重ねてお伺いいたします。  議   長（松本史郎君）   町長。  町   長（竹村匡正君）   当然、現在でも各地域に出向いて、いろんな方々とお会いしてお話を聞いておるんですけれども、何分私一人では活動時間も限られておりますし、一人の力では何人にも会うこともできませんので、やはり私の分身という形でも町声コーディネーターという方を置いて、１人で聞くところが２倍聞けるという形をとって、住民の皆さんの意見を拾い上げていきたいと思っております。      こ れに限らず、 い ろ い ろ住民の皆 さ ん の 御意見を聞く 方 法 な ど も今後も検討を進めてまいと考えております。      以上です。  議   長（松本史郎君）   芝議員。  11番議員（芝  和也君）   それでは、続きまして３４号、町税条例についてであります。     こ れは 、 地方 自 治 法 改 正に準拠す る形で の 改定 と いう こ と で あ りま す 。その 中で、法人住民税の税率の引き下げについてお伺いいたします。      こ れは 、 この 議 案 の説明に も あり ま す よ う に、消費税率の引き 上げ に よる 地域間格差の是正のために、地方法人税、法人住民税の一部を国税化して、それを後ほど交付税の原資にして新たに各自治体に間配ろうということのようであります。      それはそうい う こ と な んで す けれ ど も 、交付税と 地方団体と の 関係で 言い ま すと、本来こうした自治体間の格差を調整していくという形で交付税化されているわけですから、そういうお金の流れ、税源としては、国と地方の間の税源の配分割合、これを見直していくということでもって自治体間格差というのは是正していくのが本来の筋ではないか。消費税が上がれば、もともと取っている地方住民税の一部を国税化して、そしてそれをもう一遍交付税として間配り直すというのが今般の改正で、法律改正でそうなりましたので、自治体としてはそれに準拠する形で進めますけれども、そういうやり方、税制について、今申し上げましたように、国と地方の間のやりとりというのは、もともとの税のやりとり、この配分をどう変えていくのか、そこの税源の割合をどう変えるのかという問題に帰すると私は思いますが、町長自身は、こういう今回のやり方について、どういうふうな御所見をお持ちか、お伺いしておきたいと存じます。  議   長（松本史郎君）   町長。  町   長（竹村匡正君）   今回、法人税率引き下げで、そのかわりとして地方交付税で税源を賄うという形ではございますが、昨今、地方分権が叫ばれている中、私個人的な感覚で言いますと、やはり地方分権という意味からも、地方独自で税源を捉えて、地域の自治活動を行うというのがよろしいかと思うので、何から何まで交付税で対応されるというのは、ちょっと私の考えと合わないなという思いはございます。  
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    以上です。  議   長（松本史郎君）   芝議員。  11番議員（芝  和也君）   交付税と地方独自の税源という意味合いで町長の御所見を述べられたのかなというふうに思います。それはそれで了解しました。だから、税源としてはもっと別のところで、地方は地方で独自に調達できる税源を確保しておいたらええというふうな感覚での話なのかなというふうに思ったわけですけれども、それは、要するに税の仕組み、根本を変えていかないことには、そういう方向にはならないと思いますから、その辺の政治判断はまた今後に出てくるかもわかりませんけれども、現行上は、地方交付税という形で地域間格差をなくしていくために調整弁的な働き方で国税が自治体に間配られているというやり方でありますから、そのやり方をするならば、今回のように、もともと地方税として取っていたものの一部を国税化して吸い上げられると。法人さん、各事業所からすれば支出するものは一緒ですけれども、もともとはそれがそっくりそのまま自治体に入っていた。しかし、その一部を国税化して、また交付税の形で間配るというシステムについては、町長の先ほどの考え方からしたら、相反する、こそくなやり方ではないかと思っておられるかと存じますが、その辺はそういうふうに私なりに理解をしておきたいと存じます。ちょっと角度が違うで、若干ニュアンスが違うでということでしたら、またお答えいただければと存じますが。  議   長（松本史郎君）   町長。  町   長（竹村匡正君）   おっしゃっているとおりで、交付税という形で国から地方に税金が分配されると、地域で自治体活動というのに努力をしなくなると思うんです。しっかり自分たちの活動については自分たちで税源を賄うという形で執り行うことで、特色ある地域、限られた税収の中でどういったまちをつくっていくのかと、いろいろ考えができますので、全て地方交付税という形で国から支給されると、地域が地方分権のために努力しなくなる。どこの自治体も全て一律のサービスができなくなるのではないかという思いがございます。      以上です。  議   長（松本史郎君）   芝議員。  11番議員（芝  和也君）   ３議案目の３６号のコミバスの有償運行に関しての設置条例についてであります。      実施ま で １カ月ほ ど に迫っ て まい り ま し た 。今 、準備が 着実に進め ら れて い ると こ ろ で あ り ま す が 、有償運 行 と い う こ と で 、車も 一新さ れ ま し て 、乗車定 員 も最大１４名 と い う こ と で 、 今 よ り も膨らむと い う こ と で あ り ま す 。現在聞い て いる内容で は 、 日常の乗車状況は 、 こ の 規模の乗車数 で あ り ま す と 、 ほぼ賄える という見通しのようであります。      現在は 、積み残し が発生し た 場合は 、 職 員 が走っ て対応し て い ただ い てい る とい う こ と で 、 御利用 の利便性か ら 言えば 御不便を お か け し て い る と い う こ と は ない よ う で 、それ は非常に有効な策と し て働い て い る よ う で あ り ま す が 、 今後は有償運 行 と い う こ と に な り ま す の で 、道路運送事業法等々の 関係も絡ん で き て 、そ
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ういった対応ができない旨、今は担当部局からは聞いているところであります。      こ れは単純に で す け れ ども 、 もと も と で き てい た もの が で き な くな る とい う のは 、サービスの後退と い うふう に お 感じに な る 方 も お ら れ るか もわか り ま せ ん し、ま た 、ニーズと し て 出 て き て い る の は 、 や っぱり土日 の 運 行 と い う の は 一 定量のニーズがアンケートの結果か ら も う か がえる と こ ろ で あ り ま す 。逆に 、土日 は家の 者 が い て る か ら 、 足 の便は あ ん ね ん と い う こ と で 、利用 せ ん で も い け る よ と いう 方 も 一 定 数 あ る の もアンケート調査等の結果で も見える こ と で あ り ま す け れ ども 、 せ っ か く有償運 行 に踏み切る と い う こ と で す の で 、従前 のサービスか ら後退し な い よ う に 、路線の若干の 変 更 で 、 よ り充実し た範囲を網羅し て い く 、便数 も増や し て利便性向上 に つ な げ て い く 、そう い っ た有償化に向け る 中 で 、車のパイを広げ て 、そし て便数 を増や し て 、バス停も増や し て 、路線も充実さ せ て い く とい う取り組みが な さ れ るわけ で あ り ま す の で 、 あわせ てその辺、従前 の取り組みに対し て引き続き対応が漏れ る と い う こ と の な い よ う な措置を と るべき と存じますが、その辺はいかがお考えでありますか。  議   長（松本史郎君）   町長。  町   長（竹村匡正君）   今回、７月１４日より有償運行を始めるんですけども、平日、月曜日 か ら金曜日 で 、バスの便数 は以前 よ り １便増加 さ せ 、大人 に つ い て は １乗車１００円という形で始めます。      先ほど お っしゃっ た土日祝日 の運 行 が な い ので は ない か と い う お話 で ござ い ます が 、 町 の 催 し 、夏フェスタ、文化祭に は 運 行 を 予 定 し て お り ま す し 、 ま た 、従来、 年末年始近く はか な り の 日 数 動 か して い な か っ た の を 、年末近く ま で 運 行 し、休みは １ ２月３ １ 日 か ら １月３ 日 ま で と し 、それ以外は 運 行 す る と い う形で 、利便性を向上させております。      今後に つ いて は 、実際乗車さ れた 方 のニーズや 、 あと状況を考えな が ら、 い ろいろ検討してまいりたいと思っております。      以上です。  議   長（松本史郎君）   芝議員。  11番議員（芝  和也君）   今、町長がお述べのように、改善点はあるんです。それはそれ で 、有償化スタートと い う こ と で全体を見直 し て い る と い う こ と は十分 に承知を し て い る と こ ろ で す 。 た だ 、土日祝日 と い う の は 、それ な り に 御利用 の 皆 さ んか ら のニーズと し て 上 が っ て い る の も 、調査結果で は き ち ん と あ らわれ て き て いるところですのでね。      今 まで の無償の取り組みで す と補助金が あ りま せ んけ れ ど も 、有償に踏み切るこ と に よ っ て国の 補助金が 入 っ て き ま す 。そう い う点で は歳入 が発生し て い るわけ で す か ら 、歳入歳出 の差し引き で 言 い ま す と 、 こ れ ま で の取り組みよ り も歳入と し て 補助金が 入 っ て く る 分 、 町 の持ち 出 し は少な く な るわけ で あ り ま す の で 、そう い う点で 言 う と 、土日 運 行 す る こ と に よ っ て新た なコストも発生し て い く こと に は な り ま しょう が 、その辺は財源的に は融通が き い て く る だ け の 分 も生か していったらいいというふうに私は考えているところであります。  
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    いずれ に しま し て も 、状況を見な が ら鋭意検討し てい く と い う 話で あ りま し たの で 、その辺、土日 の 運 行 で あ り ま す と か 、積み残し状況が発生し た 場合の対応等々に つ い て は 、引き続き検討い た だ き た い と 思 い ま す 。そこ ら辺、 重 ね て伺って お き た い と 思 い ま す 。積み残し の対応の 件 も含め て 、 よ ろ し く お 願 い い た し ます。  議   長（松本史郎君）   副町長。  副  町  長（森田政美君）   まず、土日の運行についてでございますけども、基本的に現段階で は月曜か ら金曜ま で の 運 行 で 、買い物に 関 し て は 事 が 足 り る の で は な い かと考えて お り ま す 。それ と 、 や は り独居老人等々も お ら れ る と は 思 い ま す け れ ども 、全て １ ０ ０％行 政 で 手 を施す と い う こ と で は な く 、 や は りそこ に は 御家族さん の 御 協 力 と い う こ と も必要か と 思 い ま す の で 、 い ま し ば ら く は月曜日 か ら金曜日までの平日運行ということに特化させていただきたいと思っております。      近くに 御家族さ ん が お られ な いと か 、 ま たそう い うニーズが 高 くな っ てき た段階で検討すればいいのかなというふうに思っております。      それか ら 、積み残し の 件に つ きま し て は 、バスは これ ま で使っ てい たバスが ある ん で す け ど も 、 今度 か ら は二種免許 がな い と 運 行 で き な いと い う こ と で す の で、先ほ ど 町 長 が 申 し ま し た よ う に 、現状、 い ざ走ら せ てみて 、その状況を踏まえた上で、新たにまた検討させていただきたいと思っております。      以上です。  議   長（松本史郎君）   ほかに質疑ございませんか。             （「なし」と呼ぶ者あり）  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   ほ かに質疑が な い よ う です の で、質疑を終わり 、 これ よ り討論に入ります。   討論ありませんか。   １１番  芝和也君。  11番議員（芝  和也君）   それでは、過日の本会議で上程の議案第２７号、平成２６度川 西 町 一般会計補 正 予 算 に つ い て よ り 、 議 案 第 ３７号 、 川 西 町 立 川 西幼稚園預かり保育条例の制定についてまでの１１議案に対する討論を行います。      態度表明は、 ２７号 の 一般会計補 正 予 算以外は賛成、 ２７号 は反対の 立場 か らのものであります。      まず、 ２ ６年 度 の 一般会計補 正予 算 で あ り ます が 、３月の 予 算 の段階では想定で き な か っ た こ とへの対応補 正 で あ り ま し て 、 １ 件 を除い て は妥当 な措置と判断い た し ま す が 、 町 長肝い り の 町声コーディネーターの雇い 入 れ に つ い て は反対であります。      以前か ら 申し 上 げ て お りま す とお り 、 町 長 の政 治 上の後援 者 が 町長就任後、 自ら が起こ し たポストに就け る こ と 自体、それ が必要不可欠なポストで あ っ て 、結果と し て た ま た ま 人 が 重 な っ た と し て も ど う か と 思われ ま す が 、 こ の雇い 入 れ につ い て は 、住民の 中 か ら も 公費で小遣い を 支給し て い る と やゆさ れ る よ う な状況を招いていること自体、決して好ましい取り組みと言えるものではありません。  
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    町 長は 、 本町住民に対して 、若さ と 行 動 力 でま さ に新風を吹き込ん で こそ、 皆さ ん の 期 待 に応える と い う も の で あ り ま す し 、身の 回 り に は 、 町 長 の目指 す 町 政を 支えるべく 自 ら 選 任 な さ っ た 副 町 長 を先頭に 、経験豊か な 職 員 の 皆 さ ん がその事 務 部 局 と し て控えて い るわけ で あ り ま す か ら 、そのノウハウと能力 を存分 に引き 出 し な が ら 、 自 ら も試行錯誤し 、住民の 皆 さ ん に も率直 に相談し て 、 知恵を絞り 、 職 員 、そし て住民の 皆 さ ん 、我々に も依拠し な が ら 、 町 長 の標榜な さ っ て いる住民参加 の ま ちづく り に道が 開 け て い く と い うふう に 感じて い る と こ ろ で あ ります。      ま た、住民の 皆 さ ん の声に耳を傾け る こ と は大変大事 な こ と で あり ま すの で 、決 し て お ろそか に せ よ と 言 っ て い るわけ で は あ り ま せ ん が 、新た なポストを 立 ち上 げ る な ら ば 、そのポストは 、 今 日 の社会経済情勢か ら し て 、住民の 皆 さ ん を取り巻く環境は大変厳し い も の で あ り ま す の で 、 日常の 営みで困っ て お ら れ る よ うな問題 に こそ耳を傾け 、その 解 決 に取り組む機関 の窓口と し て 運 営 な さ っ て は と存じます。      よって、２６年度の一般会計補正予算については反対いたします。      以下、 ２ ８号 の水道会計補 正 での弁護士費用の 支 出、 あ と は 条 例案 で すが 、 ２９号 の 町 長 の 専 決 処 分 事 項 の 決 定 、 ３ ０ 号 の 本 町情報公 開 条 例 の対象拡大、 ３ １号 の統計法 改 正 に伴う 本 町個人情報保護条 例 の引用文の 変 更 、 ３ ２ 号 の効力失効条 例 の廃止、 ３ ３ 号 の役職 名 の 名称変 更 、 ３４号 の 地 方税法 の 改 定 に伴う 町税条例 の 改 定 、 ３ ５ 号 の梅戸火葬場 の廃止、 ３ ６ 号 、有償バス条 例 の 制 定 、 ３７号 の町 立幼稚園で の預か り保育の実施条 例 に つ い て は 、 いずれ も賛成 す る も の で あ ります。      後先になりましたが、３６号の有償バス条例について一言触れておきます。      今 も質疑しま し た よ う に、 今般のコミバスの有償化に伴うサービスの後退 は 、や は り あ っ て は な ら な い も の と存じま す 。従前 はフォローさ れ て い た積み残し 、実情に応じて対応し て い く と い う こ と で あ り ま し た の で 、その対策は 方々お 願 いを し て お く も の で あ り ま す 。 ま た 、 一 定 のニーズが あ り ま す土日 の 運 行 に つ い ても 、 御利用 の 皆 さ ん の利便性向上 に向け て取り組むと い う こ と で あ り ま す の で 、この件もあわせてお願いをするものであります。      有償化に伴い得ら れ る 条件 を生か し て 、それぞ れ の施策をぜひ前向き に検討して い た だ く こ と を求め て お き ま し て 、 今般提 出 の 議 案 第 ２７号 、 平 成 ２ ６ 年 度 川西 町 一般会計補 正 予 算 に つ い て よ り 、 議 案 第 ３７号 、 川 西 町 立 川 西幼稚園預か り保育条例の制定についてまでの１１議案に対する討論を終わります。  議   長（松本史郎君）   ほかに討論ありませんか。      ２番  堀格君。  ２番議員（堀   格君）   ２番、堀でございます。      今般上 程 され て お り ま す議 案 ２７号 か ら ３７号 ま での 各 議 案 に つき ま して 、賛成 す る も の で あ り ま す 。賛成 の 立 場 か ら若干御意見を 申 し 上 げ た い と い うふう に思います。  
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    まず、 議 案第 ２７号 の 平成 ２ ６年 度 の 一般会計補 正予 算 で あ り ます が 、こ の 中で 、 今般新た な文化活 動チャレンジ事業補助金と い う の を も ら っ て文化活 動 を やっ て い こ う と 。 こ れ は非常に い い こ と だ と 思 い ま す の で 、 本 年 度 に限らず、 こ ういうものがあれば今後とも継続していっていただければというふうに思います。      何 と言 い まし て も 、 川 西町 を いか に魅力 あ るま ち にし て い く か とい う観点か ら考えて い き ま す と 、 こ う い っ た も の にぜひ積極的に取り組ん で い っ て い た だ き たいというふうに思います。      今 定例 会 の初 日 に 、同僚議 員 から 人口減少の話 が あり ま し た け ども 、 あの 人口減少は 、基本的に は国立社会保障・ 人口問題研究所が 、 平 成 ２ ２ 年 度 の国勢調査に基づい て 、 平 成 ２ ２ 年 度 ま で の実 績値か ら将 来を 算 定 し た 数字 で あ り ま す 。我々と し た ら 、 人口減少と い う の は 、要す る に 平 成 ２４年 度以降 何 も し な い と こう い う こ と に な る よ 、放っ て お い た ら こ う な る よ と い う警告 と 受 け と め るべき であると思います。      政府に お きま し て も 、その後、子ど も ・子育て 支 援法 を つ く っ たり 、保育所の増設や学童保育の増員等、 い ろ ん な 手 を打っ て い るわけ で あ り ま す 。特に 人口減少の問題 で 申 し 上 げ ま す と 、国と し て あ る 程 度 の 人口が減る の は やむを得な い と思 い ま す け ど も 、 こ の研究所で は 、 各 自 治体も同じよ う な 数字を 出 し て い るわけで あ り ま す 。 こ れ は 、 何 も し な い で 手 を こ ま ね い て い る 自 治体と 、次々と い ろ んな 手 を打っ て い く 自 治体で 、 こ の 人口減少の状況は 、恐ら く 何 年 か先に は も の すご い 格差が 出 て く る と 思 い ま す 。 世 の 中 、限界集落と い う よ う な 言葉が 言われ てお り ま す が 、 今 は も う限界集落を通り越し て 、消滅自 治体と い う 言葉が生ま れ てき て お り ま す 。そう い う 時 で あ り ま す か ら 、 今般の よ う な こ う い う も の に ど ん どんチャレンジし て 、要は 、住ん でみた く な る ま ち 、住ん でみて よ く な る 川 西 町 というのを、みんなの力を合わせて頑張っていきたいというふうに思います。      その一環で駅前 の周辺も整備して い こ う と いうわけで あ り ま す 。こ れ はお金のか か る 話 で あ り ま す か ら 、 長 期 間 か け て や るわけ で あ り ま す 。広報に載っ た と きに 、 「 ２ ８ 年 度 か ら 着工し て ５ 年 間 か か る の 。そん な こ ろ ま で俺は生き て い る かな 」 と い う声が幾つ か あ っ た の は 事実で あ り ま す け ど も 、 お金の か か る 話 で あ りま す か ら 、要は 、 こ う い う こ と を や っ て い く と き にグローバルに考えて 、 着実に一歩一歩実施し て い く 。 前 か ら 申 し 上 げ て お り ま す が 、 着眼大局 ・ 着 手小局 と いう こ と で 、 す ば ら し い ま ちづく り に邁進し て い っ て い た だ き た い と 思 い ま す し 、我々も協力してまいりたいというふうに思っております。      それか ら 、先ほ ど税条 例の 関連の 話 が あ り まし た けど も 、 今般はど う して も東京に 人口が ど ん ど ん 集 中 し て い っ て 、 あ らゆる税が東京に 集 中 し て い く と い う のは 、 こ れ は あ る 程 度 修 正 し て い か ざ る を得な い と い う こ と で あ り ま しょう か ら 、国の施策と し て こ うい う の が 出 て く る のは 、 あ る 程 度 許容せざ る を得ん の か な と、私はそういうふうに感じているところであります。      それか ら 、バスの 運 行 の関係であ り ま す け ども 、 補助金を得る ため に 、残念なが ら料金を取ら ざ る を得な い 。 こ れ は 補助金を得る た め で あ り ま す か ら 、 よその
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自 治体等も勘案 し て 、 １ ０ ０ 円 と い う最小限と い う こ と で あ り ま す 。 許容範囲じゃな い か と い うふう に 思 い ま す 。 今般、バスも 一 回 り大き く さ れ ま す し 、それ によ っ て積み残し も減る だ ろ う と い うふう に 予測を し て お り ま す 。 本来は土日 も 動か す と い い ん で しょう け れ ど も 、 も と も とコミュニティバスを 動 か す 本来の狙いは 、 平 日 、家族の 人 が働き に 行 っ て 、 い な い 。 お 年寄り だ け が残っ て い て 、診療所に 行 き た い 、役場へ行 き た い 、 ちょっ と買い物に 行 き た い と い う と き に身動 きが と れ な い か ら 、バスを 動 かそう と い う の が 、 も と も と のスタートの原点で あ りま す か ら 、その原点は忘れずに 、 あ と い か に付加給付を し て い く か と い う こ と だと 思 い ま す 。 と り あえず若干改善さ れ た こ の 運 行計画で や っ て い く と い う の は いいことじゃないかというふうに思っております。      以上、各議案に賛成の立場から若干の意見を申し上げさせていただきました。      以上でございます。  議   長（松本史郎君）   ほかに討論ありませんか。          （「なし」と呼ぶ者あり）  議   長（松本史郎君）   ほかに討論がないようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。   お諮りいたします。  議案第２７号について、賛成の方の挙手を求めます。          （挙手する者あり）  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   賛成多 数 によ り 、 本 案 件は 、原案 の と お り 可決 す るこ と に決しました。   お諮りいたします。  議 案 第 ２ ８ 号 よ り 議 案 第 ３７号 ま で の １ ０ 議 案 に つ い て 、賛成 の 方 の 挙 手 を求めます。          （挙手する者あり）  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   賛成全員 によ り 、 各 案 件は 、原案 の と お り 可決 す るこ と に決しました。   お諮りいたします。  発議第２号、「手話言語法」制定を求める意見書についてより、発議第８号、子ども医療費助成制度を通院も中学卒業まで拡充するとともに、窓口無料とすることを求める意見書についてまでの７議案を追加議題といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。          （「異議なし」と呼ぶ者あり）  議   長（松本史郎君）   異議なしと認め、追加議題といたします。      日 程第 ２ 、発議 第 ２ 号 、「 手 話言語法 」 制 定を求める意見書に つい て 、提 出 者の説明を求めます。      ３番議員  伊藤彰夫君。  ３番議員（伊藤彰夫君）   おはようございます。伊藤でございます。      「 手話 言語法 」 制 定 を求め る意見書に つ い て、 御説明い た し ま す。説明に つ い
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ては、意見書案を朗読させていただきます。      手 話と は 、日 本語を音声で は なく 、 手 や 指 、体な どの 動 き や顔の表情を使う独自 の語彙や文法体系を も つ 言語で あ る 。 手 話 を使う ろ う 者 に と っ て 、聞こえる 人た ち の音声言語と同様 に 、大切な情報獲得とコミュニケーションの 手段と し て守られてきました。      し かし な がら 、 ろ う学校で は禁止さ れ 、社会で は 手話 を使う こ とで差別さ れ てきた長い歴史がありました。      ２ ０ ０ ６年（ 平 成 １８ 年 ） １２月に採択さ れ ま した国連の障害者権利条約に は 、「手話は言語」であることが明記されています。      障害者権利条約の批准に向け て 日 本 政府は国内法 の整備を進め 、 ２ ０ １ １ 年（ 平 成 ２ ３ 年 ） ８月に 成 立 し た 「 改 正障害者基本 法 」 で は 、 「全て障害者 は 、 可能な限り 、 言語（ 手 話 を含む。 ）その他の意思疎通の た め の 手段に つ い て の 選択の機会が確保される」と定められました。      ま た、同法２ ２ 条 で は 、国・ 地方 公共団体に対し て情報保障施策を義務づけ てお り 、 手 話 が音声言語と対等な 言語で あ る こ と を広く国民に広め 、 き こえな い子ど も が 手 話 を身に つ け 、 手 話 で学べ、 自由に 手 話 が使え、 更 に は 手 話 を 言語と して普及 、研究す る こ と の で き る環境整備に向け た 法整備を国と し て実現す る こ とが必要であると考えます。      よ って 、下記の内容を盛り込んだ 「 手 話 言語法 」 を早期 に 制 定 する よ う強く要望します。  記      手 話が音声言語と対等な言語であ る こ と を広く国民に広め 、 き こえな い子ど もが 手 話 を身に つ け 、 手 話 で学べ、 自由に 手 話 が使え、 更 に は 手 話 を 言語と し て普及 、研究す る こ と の で き る環境整備を目的と し た 「 手 話 言語法 （仮称） 」 を 制 定すること。      以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出するものであります。      議 員各 位 の御 理 解 、 御 協力 を 賜り ま す と と もに 、 御賛同を よ ろ しく お 願い 申 し上げます。  議   長（ 松 本 史郎君 ）   説明が終わり ま し たの で 、質疑を 省 略 し、討論に入り ま す 。     討論ありませんか。  （「なし」と呼ぶ者あり）  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   討論が な いよ う で す の で、討論を終わり 、 これ よ り採決 いたします。      発議第２号について、原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。             （挙手する者あり）  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   賛成全員 によ り 、 本 案 件は 、原案 の と お り 可決 す るこ と に決しました。      日 程第 ３ 、発議 第 ３ 号 、特定秘密の保護に 関す る 法律の廃止を求め る意見書について、提出者の説明を求めます。  
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    １０番議員  中嶋正澄君。  10番議員（中嶋正澄君）   意見を述べさせていただきます。      特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書について。      上記議 案 を別紙の と お り地 方 自治 法 第 １ １ ２条 及 び会 議 規 則 第 １４条 の規 定 により提出します。  特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書      ２ ０１ ３ 年１ ２月６ 日 、第 １ ８５ 回国会 に おい て 、特定秘密の保護に 関す る 法律（以下、「特定秘密保護法」という）が制定された。      特定秘密保護法 に は 、野党、マスコミ、弁護士会 、労働組合、市民団体か ら 多く の懸念の声が 出 さ れ て き た 。 し か し 、 政府は 、十分 な国会 審 議 を尽く さず、 法案の採決を強行した。      特定秘密保護法 に お い ては 、秘密指 定 自体の是非をチェックす る第三者機関 を設け る こ と が想定 さ れ て い な い 。 よ っ て 、恣意的に秘密指 定 が さ れ る危険性が ある。      ま た、特定秘密と し て 指定 す るこ と が で き る最長 期間 が 定 め ら れて い ない 。その た め 、特定秘密が永遠に特定秘密の ま ま と さ れ 、国民の目か ら隠さ れ続け 、特定秘密と し て の 指 定 が適正 だ っ た か ど う か 、後世 の国民に よ る検証も困難と な る可能性がある。      さ らに 、特定秘密保護法が施行さ れ る と 、 高い 公益性を有す る内部 告発等も 処罰さ れ る こ と と な り 、国民が 政府に つ い て の有益な情報を 知 る機会 が損なわれ 、国民の知る権利が侵害されるおそれがある。      こ の点、アメリカ合衆国の 制 度等を参考に して作成さ れ た国際的ガイドラインで あ るツワネ原則 は 、 政府が秘密指 定 を す る こ と が で き る最長 期 間 を 法律で 定 めるべき で あ る こ と 、内部 告発に よ り も た ら さ れ た 公益が秘密保持に よ る 公益を 上回 る 場合に 、内部 告発者 は報復を 受 け るべき で は な い こ と等を求め て い る 。特定秘密保護法 に は 、ツワネ原則 の求め る国民の 知 る権利を保障す る た め の 規 定 を欠き、このままでは到底受け入れることはできない。      政府においては、知る権利を侵害する特定秘密保護法を廃止すべきである。      どうぞ議員の皆様、御賛同賜りますように、よろしくお願いいたします。  議   長（ 松 本 史郎君 ）   説明が終わり ま し たの で 、質疑を 省 略 し、討論に入り ま す 。     討論ありませんか。      堀議員。  ２番議員（堀   格君）   ２番、堀でございます。      特定秘密の保護に 関 す る法律その も の の廃止を求める と い う意味で の意見書ということで、反対をさせていただきたいと思います。      現在、我が国の国民全体に お いて 、 ど う い うも の を本 当 に秘密とし て守る こ とが国益に か な う の か 。特に 、 私 も民間 に お り ま し た け れ ど も 、企業秘密と い う のも い ろ ん な と こ ろ で漏えい が起こ っ て い る 、そう い うふう な全体の状況か ら見まし た ら 、国民全体が国益を守る た め に秘密と い う も の は や っぱり大切に せ な い か
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ん と い う意識は 当然持っ て い な い と 、 日 本 の国家と い う も の が 成 り 立 っ て い か ないというふうに思います。      た だ、現在の 法律は 、 ここ に あり ま す よ う に、国際的なガイドラインから 、 ややそれ にそぐわな い面が あ る と す れ ば 、その点の是正 を求め る と い う意見書で あれ ば賛成 を い た し ま す け れ ど も 、 まずも っ て保護法その も の を廃止す る と い う意味での意見書でありますので、反対という態度表明をさせていただきます。      以上でございます。  議   長（松本史郎君）   ほかに討論ありませんか。      芝議員。  11番議員（芝  和也君）   １１番、芝和也です。      特定秘密の保護に 関 す る法律の廃止を求め る意見書に賛成 の 立 場か ら討論を 行います。      こ の法律のも と に捕ま りま し たら よ くわか るん で すけ れ ど も 、実は 、 何が秘密か が秘密と い う の が こ の 法律で あ り ま す 。その秘密の内容を誰が 決 め る の か と いう こ と に な り ま す と 、 行 政機関 の 長 が 決 め る と い う こ と に な っ て い ま す の で 、 まことに恣意的にその秘密の内容が決まってくるということであります。      ま た、我々がずっ と住んで い ます近代 の 日 本社会 にお い て は 、罪刑法 定主義とい い ま し て 、悪い こ と を し て捕ま っ た 場合は 、 あ ん た は 何 を し た か ら 、 ど う い う罪に よ っ て こ う い うふう に刑に服す る と い うふう に問われ て 、裁判を 受 け 、裁かれ る と い う こ と に な っ て い ま す け れ ど も 、 こ の秘密保護法 は 、 何 が秘密か が秘密で あ り ま す か ら 、 あ る 日突然、秘密保護法違反で逮捕と い う こ と に な り ま す け れど も 、その 場合、 一体何 を し た こ と が秘密保護法違反な の か 、それ が秘密で す ので 、裁判で裁か れ る に も 、 何 を し た か は秘密と い う ま ま裁か れ て い き ま す の で 、そういう意味では全く法律の体をなしていない。      ど こに対して有効に働くか と いい ま す と 、戦時 立 法みた い な も のが で きて き ます と 、 こ う い っ た国家機密に基づく よ う な 行 政機関 の 長 がその内容を秘密に で きる と 決 め ら れ る よ う な 法律が あ り ま す と 、 ま こ と に も っ て都合の い い 法律で す から 、そう い う意味合い で こ の 法律が 制 定 さ れ 、 し か も 、 皆 さ ん 御承知 の と お り 、昨年末、非常に短期日の間で―普通、諸外国ではどこの国でも、こういう秘密規定 に 関 す る 法律は 数年 か け て 議論を し 、取り組ん で い く も ので あ り ま す け れ ど も、それ も 行われずに 、与党の 多 数 で強行 さ れ た 、そう い う性質の 法律で あ り ま す ので 、 こ う い う 法律に 関 し て は廃止を す る 、 こ の意見書の と お り賛同す る も の で あります。      議 員の 皆 さん に お か れ まし て も、ぜひ賢明なる判断を い た だ き まし て 、御賛同い た だ き ま す こ と を よ ろ し く お 願 い 申 し 上 げ ま し て 、賛成 の 立 場 か ら の討論と いたします。  議   長（松本史郎君）   ほかに討論ありませんか。  （「なし」と呼ぶ者あり）  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   討論が な いよ う で す の で、討論を終わり 、 これ よ り採決 い
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たします。      発議第３号について、原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。             （挙手する者あり）  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   賛成多 数 によ り 、 本 案 件は 、原案 の と お り 可決 す るこ と に決しました。      日 程第４、発議 第４号 、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書について、提出者の説明を求めます。      １１番議員  芝和也君。  11番 議 員 （芝  和也君 ）   それで は 、発議 第４号 、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成 の拡充を求め る意見書に つ き ま し て 、伊藤彰夫議 員 、 森 本 修 司 議 員 の賛同を得ま し て 、 本 日 こ こ に 提 出 い た し ま し た 、奈良肝炎の 会 、Ｂ型肝炎訴訟大阪原告団の弁護士、薬害肝炎訴訟大阪原告団の弁護団か ら陳情が あ り ま し た 当意見書について、提案理由の御説明を申し上げます。      皆 さ ん 御承知 の よ う に 、我が国に お け るウイルス性肝炎患者 は 、実に 人口の３％に も な っ て き て お り ま し て 、 こ れ だ け蔓延す る に至っ た の は 、国にその責任が あ る か ら で あ り ま し て 、それ は既に肝炎に対す る 一連の特別措置法 の 制 定 時 に明らかとなっている問題であります。      し たが い まし て 、ウイルス性肝炎患者への医療費助成等の措置が一 定 程度 は実施さ れ て は お り ま す が 、対象が限定 さ れ て い る た め に 、助成対象か ら外れ て い る患者 さ ん が相当 数 に 上 る こ と や 、肝硬変 や肝が ん患者 さ ん に あ っ て は 、相当 高額の医療費負担が伴うという問題が生じているようであります。      ま た、身体障害者福祉法上 の障害認 定 の対象に も なっ て い な が らも 、その基準が極め て厳し く 、実際 に は亡く な ら れ て か ら仏壇 に障害者 手帳が届き ま し た と報告 す る よ う な状態だそう で あ り ま し て 、現実問題 と し ま し て は 、 法 の趣旨が ほ とんど生かされていないのが実情のようであります。      こ れ ら のこと に か んがみ、 この種の病気に な っ た責任 が国にあ るわけです か ら 、既に実施の特別措置法 の 制 定 時 に 上 が り ま し た肝炎患者 に対す る医療費助成 を含む支 援 の あ り 方 に つい て検討を進め る こと と す る 、 こ の国会の附帯決 議 に沿っ て、その具体化を図ることが早急に求められている今日的な問題であります。      本 町住民にも単純に ３％を 当 ては め れ ば 、相当 数 の患者 さ ん が おら れ るこ と にな り ま す の で 、国がその責め に お い て き ち ん と 務 め を全う す る よ う 、 本 町 議 会 とい た し ま し て も 、患者 の 皆 さ ん と と も に声を 上 げ るべく 、意見書を 提 出 し よ う とするものであります。      議 員の 皆 さん に お か れ まし て は、 よ ろ し く 御議 決 賜り ま す よ う お願 い 申し 上 げまして、提案理由の説明といたします。      何とぞよろしくお願いいたします。  議   長（ 松 本 史郎君 ）   説明が終わり ま し たの で 、質疑を 省 略 し、討論に入り ま す 。     討論ありませんか。  （「なし」と呼ぶ者あり）  
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議   長 （ 松本 史 郎君 ）   討論が な いよ う で す の で、討論を終わり 、 これ よ り採決 いたします。      発議第４号について、原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。             （挙手する者あり）  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   賛成全員 によ り 、 本 案 件は 、原案 の と お り 可決 す るこ と に決しました。      日 程第 ５ 、発議 第 ５ 号 、取調べの全過程 の 可視化と検察手持ち証拠の全面開示を求める意見書について、提出者の説明を求めます。      １番議員  勝島健君。  １ 番 議 員 （勝島  健君 ）   それで は 、発議 第 ５ 号 の取調べの全過程 の 可視化と検察手持ち証拠の全面開示を求める意見書について、説明いたします。      内容は、提出書面のとおりであります。      目的は、近年相次いで明らかとなっている冤罪事件をなくすことであります。      最近の犯罪は 、巧妙化、凶悪化す る傾向に あり 、警察・検察も捜査に 手を焼いて い る こ と は 理 解 で き な く も あ り ま せ ん 。 し か し な が ら 、誤認逮捕か ら起訴に至る こ と は 、誰に も 可能性が あ り ま す 。警察・検察が拙速に 成果を求め る こ と の ない よ う 、取調べの 可視化及 び裁判時 の 手持ち証拠の 開示を内容と す る 法 改 正 を ここに要望するものであります。      以上、説明を終わります。      よろしく御審議、御賛同をお願いいたします。  議   長（ 松 本 史郎君 ）   説明が終わり ま し たの で 、質疑を 省 略 し、討論に入り ま す 。     討論ありませんか。      堀議員。  ２番議員（堀   格君）   ２番、堀でございます。      反対の立場から討論させていただきます。      問題点と して は 、 可視化の問題と 、 も う １ つは 手持ち証拠の全面オープンと いう ２ つ の論点が あ る ん で す が 、 ま す １点目の 可視化に つ き ま し て は 、 何 と 言 い まし て も 、毎日 い ろ ん な 事 件 が全国で起こ っ て い る 。それ を警察・検察が全て対応し て い か な きゃな ら な い と い う現状の 中 で 、 今 こ の 可視化の問題 に つ い て は 、賛成論、反対論、いろんな議論がなされているところであります。      一 方的に 、実際 に苦労して い る警察官・検察官の意向を無視し て全て 可視化とい う の が い い の か ど う か 。 も っ と 専門家の意見の 中 で こ れ は進め て い くべき だ と私 は 思 っ て お り ま す 。実際 の捜査あ る い は取り調べを経験し た こ と も あ り ま せ んし 、そう い っ た 中 で 、 あ ま り 知識の な い 中 で意見を 出 す と い う こ と に つ い て は差し控えたいという意味で反対するものであります。      それか ら 、も う １ つ の論点の証拠の全面開示と い うこ と で あ り ます が 、民事 事件じゃな く て刑事 事 件 に あ り ま し て は 、 法 の目的と い う の は 正義の実現に あ るわけ で あ り ま す か ら 、 や は り あ らゆる証拠を全部 出 し て 、裁判員 、裁判官にそれ で判断し て も ら う と い う の が 本来の筋だ と 思 い ま す 。 村木厚子さ ん の 例 も 、証拠を
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全部 出 し て お け ば 、 あ あ い う こ と は起こ ら な か っ たわけ で あ り ま す か ら 、そう いう意味で 、全面開示に つ い て は賛成 い た し ま す け れ ど も 、 一体と な っ た意見書でありますので、全体として反対せざるを得ないという意味で反対であります。      以上でございます。  議   長（松本史郎君）   ほかに討論ありませんか。      芝議員。  11番議員（芝  和也君）   １１番、芝和也です。      取調べの全過程 の 可視化と検察手持ち証拠の全面開示を求め る意見書に対し まして、賛成の立場からの討論であります。      こ の意見書の 一 番根本 は 何 を求め て い るの か と いいま す と 、冤罪事 件をな く す 、そう い う こ と で あ り ま す 。冤罪は なぜ生ま れ る の か と い う こ と に な り ま す と 、物証が得ら れ な い 場合、証拠と し て採用 さ れ て い る の が 自白と い う こ と で あ り ま して 、その 自白に基づい て裁判が進め ら れ て 、刑罰を 受 け て罪に問われ 、服役を して い る と い う 方 が 、 何 年 も か か っ て証拠を積み上 げ て 、 も と も と白で あ り ま す から、それが白ということが証明されて、冤罪となるわけであります。      その出発点は ど こ に あ るの か とい い ま す と 、いわゆる物証が な い場合の自白に基づき 、それ が証拠採用 と い う こ と に な っ て く るわけ で あ り ま す 。その 自白に つい て は 、 い ろ ん な問題点が こ の 間 多岐にわた っ て 指摘を さ れて き て お り ま す の で、現在、 司 法 の 場 に お い て も 一 部 の 可視化が進め ら れ て き て い る と い う の が実情であ り ま す か ら 、その筋に沿う な ら ば 、全面可視化と い う こ と に な っ て し か るべきであろうかと存じます。      ま た、証拠の 開示は全くも っ て当然の 話 で あり ま すか ら 、 こ の 手の証拠開示がな い ま ま裁判が進め ら れ て 、その ま ま裁判を誤ら せ た と い う 事 件 は 数々起こ っ てき て お り ま す の で 、 いわゆる冤罪を生ま な い と い う こ と の た め に は 、 可視化、証拠開示と い う の は大前 提 と し て必要に なっ て く る取り組みとい う こ と で あ り ま す。罪の な い 人 が罪に問われ 、服役を す る と い う ほ ど 理不尽きわま り な い 出来事 は あり ま せ ん の で 、そう い っ た こ と が こ の 日 本社会 の 中 で起こ る こ と の な い よ う 、整備をしようとするものであります。      議 員 の 皆さん に は 、よ ろ し く御賛同賜 りま す よ う重ね て お 願い を い たしま し て 、賛成の立場からの討論といたします。  議   長（松本史郎君）   ほかに討論ありませんか。  （「なし」と呼ぶ者あり）  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   ほ かに討論が な い よ う です の で、討論を終わり 、 これ よ り採決いたします。      発議第５号について、原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。             （挙手する者あり）  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   賛成多 数 によ り 、 本 案 件は 、原案 の と お り 可決 す るこ と に決しました。      日 程 第 ６、発議 第 ６号 、 集団的自衛権行使容認 の白紙を求める意見書につ い て 、
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提出者の説明を求めます。      １０番議員  中嶋正澄君。  10番議員（中嶋正澄君）   ２つ目の意見書になります。  集団的自衛権行使容認の白紙を求める意見書      安倍晋三首相は 、去る ５月１ ５日 に 提 出 さ れた安保法 制懇の報告を 受 けて 、その報告書が 開示し た 「限定的 に 集団 的自衛権を 行使す る 事 は 許 さ れ る と の考え方 」 に つ い て 、 「 従来の 政府 の基本 的な 立 場 を 踏まえ た考え方 」 だ と評 価し 、「 政府と し て は こ の考え方 に つ い て 、 今後さ ら に研究を進め て 行 き た い 」 と 言明さ れ 、 集団的自衛権の 行使容認 に向け 、憲法 の 解釈を 一内閣の閣議 決 定 で 変 更 して進めようと、現在、与党間の協議を進めておられるところであります。      こ の集団的自衛権が 行使可能と言 う 事 に な りま す と、それ は 、 これ ま で自衛隊を海外派兵し た 際 に も敷い た諸法律で も 「戦闘地域に は 行 か な い 」 「武力 行使は行わな い 」 と し た憲法 上 の歯止め を外して し ま う 事 に他な りま せ ん の で 、 事実上、ＮＡＴＯ諸国を はじめ と す る 世界各国の軍隊と同じ道を歩む事 に な ら ざ る を得ません。      こ うな り ます と 、 こ れ まで の我が国の在り 方と は全く違う道に突き進むと 言 うこ と に な り ま す の で 、 こ う し た憲法 上 の歯止め を外す と 言 う 、国の在り 方 を根本か ら転換す る問題 を進め る に 当 た り 、憲法 の 規 定 は 変えずに 解釈変 更 を 一内閣の閣議 決 定 のみで 行 う と い う こ と に な れ ば 、それ は 、 立憲主義を根本 か ら否定 す る道で あ り 、住民の暮ら し に責任 を負い 、住民自 治 を進め る 地 方 自 治体の 議 会 と しても、事を進める根本の問題として到底容認できるものではありません。      以上、見て参り ま し た よう に 、か く も 重大な国の在り 方 の根本転換に繋が る問題 を 、憲法 の 規 定 をその ま ま に し て 一内閣の閣議 決 定 で 解釈を 変 更 し て 事 を進めようとする手続きに至っては、断じて認める訳には参りません。      よ って 、 本町 議 会 と し まし て は、 今般の 政府が進めよ う と す る 集団的自衛権の行使容認に関して、白紙に戻すことを強く求める次第でございます。      どうか議員の皆様、よろしくお願いいたします。  議   長（ 松 本 史郎君 ）   説明が終わり ま し たの で 、質疑を 省 略 し、討論に入り ま す 。     討論ありませんか。      堀議員。  ２番議員（堀   格君）   ２番、堀でございます。      反対の立場から討論したいと思います。      現在の我が国の憲法 の 前文に こう書い て あ るん で す。 「 日 本国民は 、恒久の 平和を念願 し 、 人 間相互の 関係を 支配す る崇高 な 理想を 深 く 自覚す る の で あ っ て 、平和を愛す る諸国民の 公 正 と信義に信頼し て 、われ ら の安全と生存を保持し よ うと決意した」と、こうあるわけです。      と ころ が 、現在のアジア・太平洋上 の 様子、いわゆる緊迫す るアジア情勢を見た と き に 、 こ の憲法 の 前文その と お り で い い の か な と い う疑問を抱い て い る 方 は非常に 多 い と 思 い ま す 。恐ら く現在のアジア情勢の 中 で 、 多 く の国民が具体的に
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対応すべきではないかと考えているはずであります。      と ころ が 、残念な が ら 、現状でい け ば 、我が国だ けで尖閣諸島が守れ ます か 。我が国の国民の安全が守れ ま す か 。 や は り実態は 、オバマ大統領に 「尖閣を含め全て の 日 本 の施政下に あ る 地域に つ い て 、米国は防衛義務 を果た す 」 、 こ う い うこ と を宣言 し て も らわな い と 、我々と し て安心で き な い と い う の が現状で あ り ます。      と いう こ とは 、 や は り我が国とし た ら 、我が国の領土、我が国の国民の安全を守っ て い く た め に は 、同盟国と の強い絆を保っ て い か ね ば守れ な い と い う の が実態ではないでしょうか。      も ちろ ん 、こ の憲法 前文を も とと し て 、憲法の 第９条 に は 、 「武力 に よる威嚇又は武力 の 行使は 、国際紛争を 解 決 す る手段と し て は 、永久に こ れ を放棄す る 」、こ う は っ き り う た っ て い るわけ で あ り ま す 。 や は り 自衛権の 行使と し て最小限の範囲に と ど め る と い う こ と に つ い て は大い に 議論すべき だ と 思 い ま す が 、現在の状況か ら見れ ば 、 何 ら か の形で 集団的自衛権と い う の は 認 め て い か ざ る を得な いのではないかというところに今置かれていると私は思っております。      本 日のニュースを見ま して も 、公明党も こ の集団的自衛権の 行使の範囲を非常に狭め る 方向で党内調整に 入 る 、 こ う い うふう に な っ た よ う で あ り ま す 。その うち に閣議 決 定 ま で持ち込ま れ る と 思 い ま す 。 こ う い う現段階の状況に お い て 、 集団的自衛権の 行使に つ い て白紙に戻す と い う の を 川 西 町 議 会 で意見書と し て 出 すの が 、タイミングと い う か 、 時 期的に 、 今 年 の 初 めぐら い な らわか ら ん で も な いん で す が 、 今 の段階に お い て こ う い う の を 出 す と い う の が い い の か ど う か と い うことについて、極めて強い疑念を抱くものであります。      そういう意味におきまして反対するものであります。      以上です。  議   長（松本史郎君）   ほかに討論ありませんか。      芝議員。  11番議員（芝  和也君）   11番、芝和也です。      集団的自衛権の 行使容認の白紙を求め る意見書に賛成 の 立 場 か らの討論を 行 います。      こ の集団的自衛権の 行使容認 、こ う い う こ とに な りま す と 、 ど うい う こと に なる の か 。その根幹で あ り ま す が 、与党協 議 と し て い ろ ん な 事 例 、具体的に ど う やこ う や と や っ て い ま す け れ ど も 、そう い う問題 で は あ り ま せ ん で し て 、 いわゆる戦闘地域に 行 っ て は い け な い 、戦闘行為に移行 し て は い け な い と い うふう に 、 これ ま で 自衛隊が海外派兵に 出 る 際 に敷か れ た特別措置法 は い ろ い ろ と あ り ま す けれ ど も 、 ど の 法律に もそれ が書か れ て い る 。それ は 何 でそう書か れ て い る の か とい い ま す と 、それ が憲法 上 の歯ど め だ か ら で あ り ま す 。 集団的自衛権行使容認 とい う こ と に な り ま すと 、その歯ど め を外す 、 こ こ が 一 番根幹の問題 で あ り ま し て、事 を進め て い る安倍首相は 、 こ れ を 正面か ら は な か な か 言わは り ま せ ん け れ ど も、根幹はここであります。  
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    で すか ら 、根本的に我が国の国の あ り 方そのも の を変えて し ま う、その取り組みを や ろ う と し て い る の が 、 こ の 集団的自衛権行使容認 と い う こ と の問題その もの で あ り ま す か ら 、 こ れ を進め て い く の が 、 皆 さ ん 御承知 の と お り 、 一内閣の閣議決定で事を進めようと、こういうことであります。      し かも 、 当初 は 期限を切っ て はり ま せ ん で した け れど も 、それ を年末の米国とのガイドラインを結ぶ ま で の 間 に 出そう と い う 話 に な っ て き ま し て 、そこ に き ちっ と 間 に合わそう と 、 集団的自衛権行使で 行 き ま っ せ と い う こ と に な れ ば 、 も う今国会 中 に と い う こ と で 、来週に も閣議 決 定 を と い う こ と も 言われ て い る よ う な状況で 、ポンポンと進め て い こ う と 。 か く も 重大な国の あ り 方 を根本的に切り かえる こ と を閣議 決 定 で進め よ う と す る 手続その も の が 、 集団的自衛権行使容認オーケーと 思 っ て い る 皆 さ ん を含め て 、 多 く の 皆 さ ん が 今危惧さ れ て い る問題 で あります。      御承知 の とお り 、憲法 とい う のは 、国民を縛っ て いる も の で も 何で も あり ま せん 。 政府を 、国を縛っ て い る の が憲法 で あ り ま す 。 だ か ら 、 こ の憲法 の 規 定 を 変える と い う こ と は 、国民挙 げ て こ の 規 定 を 変えま しょう と い う こ と で 変えら れ た規 定 に基づい て国が 政 治 を 運 営 す る 、 こ れ が憲政 の常道で あ り ま す 。 ま さ にその常道を逸脱し て 事 を進め よ う と し て い る 、その や り 方 、 手続に つ い て 、 今般の 政府が進め る 集団的自衛権行使容認 は白紙に戻せ と い う の が 、 こ の意見書で求め てい る内容で あ り 、 ま さ に こ れ が国会 で進も う と し て い る と き に 、それ に歯ど め をかける声というのは、当然あってしかるべきの取り組みであります。      議 員の 皆 さん に は 、賢明な る判断を い た だ きま し て、 御賛同い ただ き ます よ うにお願いを申し上げまして、賛成の立場からの討論とさせていただきます。  議   長（松本史郎君）   ほかに討論ありませんか。  （「なし」と呼ぶ者あり）  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   ほ かに討論が な い よ う です の で、討論を終わり 、 これ よ り採決いたします。      発議第６号について、原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。             （挙手する者あり）  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   賛成多 数 によ り 、 本 案 件は 、原案 の と お り 可決 す るこ と に決しました。      日 程第７、発議 第７号 、窓口負担の無い 、 中学校卒業迄の子ど もの医療費助成制 度 の創設を求め る意見書に つ い て 、 日 程 第 ８ 、発議 第 ８ 号 、子ど も の医療費助成 制 度 を通院も 中学卒業ま で拡充す る と と も に 、窓口無料と す る こ と を求め る意見書に つ い て は 、 提 出 者 、賛成 者 、内容等関連が ご ざ い ま す の で 、 一括し て説明を求めます。      12番議員  大植正君。  12番 議 員 （大植  正君 ）   発議第７号、窓口負担の無い 、中学校卒業迄の子ども の医療費助成制度の創設を求める意見書。      少子高齢化か ら の脱却が喫緊の課題 と な っ て久し い今 日 、子育て世 代 が安心し
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て暮ら せ る社会 の構築が求め ら れ て い る こ と は承知 の と お り で あ り ま す 。その要因に は 、若い 世 代 を取り巻く社会経済環境の悪化が避け ら れま せ ん し 、 こ れ ら は、若者 の結婚観は も と よ り 、将来設計を脅か す大き な要因と し て社会 に 提起さ れ ている重要な問題であります。      こ うし た 中、懸命に子育て を続け る若年層にあ っ ては 、 「給料日前 に子ど も が熱を 出 し 、財布は も ち ろ ん 、貯金も底を つ き か け て い る 中 、ヒヤヒヤし な が ら お医者 さ ん に 行 く の は大変 」 「他府県で は 、窓口で の医療費負担が な い の で病院に行 け た の に 」等々、経済的要因か ら来る心配と悩みが切実な問題 と し て 、奈良県下各地で共通して出されている声であります。      こ れら の声に応えるべく、 本 町を 初 め 、県下は も とよ り全国の全て の 地方 自 治体で は 、 手 を差し伸べるべく 、 さ ま ざ ま な取り組みが実施さ れ て い る こ と は 御承知 の と お り で あ り ま し て 、 入通院と も に義務教育終了ま で を対象に 、窓口負担のな い医療費の助成 制 度 の創設が 、 今 日 、全て の子育て 世 代 の切実な 願 い と し て求められている問題になっています。      現在、奈良県で は 、個人負担分を 一旦窓口で支払い、 一 部負担金を除いて 、後日貯金口座に振り込ま れ る 自 動償還払いが 制 度化さ れ て い ます が 、 当該制 度 で は、と りわけ所得の低い 世帯に と っ て は 、 一旦窓口で の 支払い が生じる こ と か ら 、その負担が 受診を た め ら う要因に も つ な が っ て お り 、早期 治療に結び つ か な い こ とも多々あります。      全国的に は、既に ３ ６都道府県で窓口負担なし で 受診す る こ と がで き 、近畿では奈良県以外の全て の府県で窓口負担な し の医療費助成 制 度 が実施さ れ て い ま すの で 、次代 を担う子ど も た ち の健や か な 成 長 を 願 う 上 で も 、子育て 世 代 を応援 する た め に も 、 本 町 議 会 と い た し ま し て は 、ぜひ国に お か れ ま し て も 本 制 度 に取り組ん で い た だ き 、居住地 に 関係な く 、全て の子育て 世帯が 入通院と も に義務教育終了ま で医療費の心配を す る こ と な く 、安心し て子ど も を お医者 さ ん に診て も らえるよう、子どもの医療費助成制度の創設を求める次第であります。      先ほど 議 長が お っ しゃった よ うに 、７号 と ８号 は 関連が あ り ま すの で 、７号 につ い て は送付先が衆参両議院議 長 、内閣総理大臣、 厚生労働大臣、子育て 支 援担当大臣、そし て 、 ８ 号 、子ど も の医療費助成 制 度 を通院も 中学卒業ま で拡充す ると と も に 、窓口無料化と す る こ と を求め る意見書、 こ れ に つ い て は 、奈良県知 事宛てに送付することになっております。      賛成者、勝島議員、伊藤議員、芝議員。提出者、大植正。      議 員各 位 にお か れ ま し ては 、 何と ぞ 御賛同のほ ど 、よ ろ し く お 願い 申 し上 げ ます。  議   長（ 松 本 史郎君 ）   説明が終わり ま し たの で 、質疑を 省 略 し、討論に入り ま す 。     討論ありませんか。  （「なし」と呼ぶ者あり）  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   討論が な いよ う で す の で、討論を終わり 、 これ よ り採決 いたします。  
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    発議第７号について、原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。             （挙手する者あり）  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   賛成全員 によ り 、 本 案 件は 、原案 の と お り 可決 す るこ と に決しました。      発議第８号について、原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。             （挙手する者あり）  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   賛成全員 によ り 、 本 案 件は 、原案 の と お り 可決 す るこ と に決しました。      以上をもちまして、本定例会の日程は全て終了いたしました。      閉会に当たり、町長より閉会の挨拶を受けることにいたします。      町長。  町   長 （ 竹村 匡 正君 ）   平 成２ ６ 年度 川 西 町 第 ２回 定 例会 の閉会 に 当た り 、一 言 御礼を申し上げます。      今 議会 に 提出 い た し ま した 各 議案 に つ き ま して 、慎重 に 御 審 議 を賜 り 、全議 案につきまして議決いただきましたことに厚く御礼申し上げます。      審 議を通じ議 員 各 位 か ら賜 り まし た 御意見、御 指摘を真摯に 受 けと め まし て 、今後の 町 政 に取り組ん で ま い り た い と考えて お り ま す の で 、 議 員 各 位 に お か れ まし て は 、 よ り 一層の 御 指導、 御 協 力 を 賜 り ま す こ と を お 願 い 申 し 上 げ ま し て 、閉会に当たっての御礼の挨拶とさせていただきます。      ありがとうございました。  議   長 （ 松本 史 郎君 ）   こ れを も ちま し て 、 平 成２ ６ 年川 西 町 議 会 第２ 回 定例 会 を閉会いたします。   ありがとうございました。              （午前１１時１９分  閉会）  
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    地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。             平成２６年６月１３日               川西町議会              前 議 長                             前 副 議 長        議 長                                                 署 名 議 員                            署 名 議 員             
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 (議決の結果)   議案番号 件           名 議決月日 審議結果 選挙第１号 議長選挙について 6 月 9日  選挙第２号 副議長選挙について 6 月 9日  選挙第３号 議会選出の議員の選出について（式中組合議員） 6 月 9日  承認第１号 平成 25 年度一般会計補正予算の専決処分について 6 月 9日 原案承認 承認第２号 平成 25 年度川西町国民健康保険特別会計補正予算の専決処分について 6 月 9日 原案承認 承認第３号 平成 25 年度川西町後期高齢者医療特別会計補正予算の専決処分について 6 月 9日 原案承認 承認第４号 平成 25 年度川西町介護保険事業勘定特別会計補正予算の専決処分について 6 月 9日 原案承認 承認第５号 平成 25 年度川西町介護保険介護サービス事業勘定特別会計補正予算の専決処分について 6 月 9日 原案承認 承認第６号 平成 25 年度川西町公共下水道事業特別会計補正予算の専決処分について 6 月 9日 原案承認 承認第７号 平成 26 年度川西町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算の専決処分について 6 月 9日 原案承認 承認第８号 川西町税条例の一部を改正する条例の一部改正について 6 月 9日 原案承認 承認第９号 川西町国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分について 6 月 9日 原案承認 議案第 27 号 平成 26 年度川西町一般会計補正予算について 6 月 13 日 原案可決 議案第 28 号 平成 26 年度川西町水道事業会計補正予算について 6 月 13 日 原案可決 議案第 29号 町長の専決処分事項に関する条例の一部改正について 6 月 13 日 原案可決 議案第 30 号 川西町情報公開条例の一部改正について 6 月 13 日 原案可決 
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議案第 31 号 川西町個人情報保護条例の一部改正について 6 月 13 日 原案可決 議案第 32 号 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免職及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例の廃止について 6 月 13 日 原案可決 議案第 33 号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 6 月 13 日 原案可決 議案第 34 号 川西町税条例の一部改正について 6 月 13 日 原案可決 議案第 35 号 川西町火葬場条例の一部改正について 6 月 13 日 原案可決 議案第 36 号 川西町自家用有償バス事業に関する条例の制定について 6 月 13 日 原案可決 議案第 37 号 川西町立川西幼稚園預かり保育条例の制定について 6 月 13 日 原案可決 同意第２号 川西町固定資産評価審査委員会の委員の選任について 6 月 9日 原案同意 発議第２号 「手話言語法」制定を求める意見書について 6 月 13 日 原案可決 発議第３号 特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書について 6 月 13 日 原案可決 発議第４号 ウィルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書について 6 月 13 日 原案可決 発議第５号 取調べの全過程の可視化と検察手持ちの証拠全面開示を求める意見書について 6 月 13 日 原案可決 発議第６号 集団的自衛権行使容認の白紙を求める意見書について 6 月 13 日 原案可決 発議第７号 窓口負担の無い、中学校卒業迄の子どもの医療費助成制度の創設を求める意見書について 6 月 13 日 原案可決 発議第８号 子どもの医療費助成制度を通院も中学卒業まで拡充するとともに、窓口無料とすることを求める意見書 6 月 13 日 原案可決   


